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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９５８） 

 

 大阪地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件 

 国側当事者・国（東住吉税務署長） 

 令和６年３月１３日一部認容・控訴 

 

    判    決 

 原告          甲 

 同訴訟代理人弁護士   阿部 篤 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       東住吉税務署長 

             佐藤 里香 

 同指定代理人      久冨木 大輔 

             中村 拓史 

             花谷 愛華 

             小谷 八千代 

             東屋敷 祥世 

             荒木 健太郎 

             日高 良子 

 

    主    文 

 １ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２７年分の所得税及び復興

特別所得税の更正処分のうち、総所得金額４３８０万５５２５円、納付すべき税額４６０２万７

０００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち、５２万１０００円を超える

部分をいずれも取り消す。 

 ２ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２８年分の所得税及び復興

特別所得税の更正処分のうち、総所得金額１６７１万９０６８円、納付すべき税額６４５０万９

２００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち、２４万円を超える部分をい

ずれも取り消す。 

 ３ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２９年分の所得税及び復興

特別所得税の更正処分のうち、総所得金額５５３万７７９８円、納付すべき税額７２８３万７０

００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち、８万４０００円を超える部分

をいずれも取り消す。 

 ４ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

 ５ 訴訟費用は、これを１０分し、その１を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２７年分の所得税及び復
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興特別所得税の更正処分のうち、総所得金額３１２２万１５３４円、納付すべき税額４０８

１万５７００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ２ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２８年分の所得税及び復

興特別所得税の更正処分のうち、総所得金額６９３万８５２９円、納付すべき税額６２１０

万６１００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ３ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２９年分の所得税及び復

興特別所得税の更正処分のうち、総所得金額マイナス５５５万３４１９円、納付すべき税額

７１９８万８２００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消

す。 

  ４ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２７年１月１日から平成

２７年１２月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき

消費税額１８５５万８３００円及び納付すべき地方消費税額５００万７７００円を超える部

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ５ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２８年１月１日から平成

２８年１２月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき

消費税額３２９２万１８００円及び納付すべき地方消費税額８８８万３６００円を超える部

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

  ６ 東住吉税務署長が令和２年１１月５日付けで原告に対してした平成２９年１月１日から平成

２９年１２月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき

消費税額３４６４万４９００円及び納付すべき地方消費税額９３４万８６００円を超える部

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    司法書士業及び不動産賃貸業を営む原告は、東住吉税務署長（処分行政庁）から、平成２７

年分から平成２９年分まで（以下「本件各年分」という。）の所得税及び復興特別所得税（以

下「所得税等」という。）に関し、事業所得について原告が納税申告において必要経費に算入

した接待交際費の全部及び減価償却費の一部を必要経費に算入することができないとし、不

動産所得について所得税法１５７条１項を適用して原告が同族会社に賃貸した不動産に係る

約定賃貸料を適正賃貸料に引き直して算定するなどとして、令和２年１１月５日付けで、本

件各年分の所得税等の各更正処分（以下「本件所得税等各更正処分」という。）及び過少申告

加算税の各賦課決定処分（以下「本件所得税等各賦課決定処分」という。）を受けた。 

    原告は、東住吉税務署長から、平成２７年課税期間（平成２７年１月１日から平成２７年１

２月３１日までの課税期間をいい、その他の課税期間も同様に表記する。）から平成２９年課

税期間まで（以下「本件各課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」

という。）に関し、納税申告において課税仕入れに係る支払対価の額に算入された交際費が課

税仕入れに当たらずこれに係る消費税額を控除することができないなどとして、本件各課税

期間の消費税等の各更正処分（以下、「本件消費税等各更正処分」といい、本件所得税等各更

正処分と併せて「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税の各賦課決定処分（以下、

「本件消費税等各賦課決定処分」といい、本件所得税等各賦課決定処分と併せて「本件各賦

課決定処分」という。また、本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」

という。）を受けた。 
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    本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課

決定処分の取消しを求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    別紙１「関係法令の定め」記載のとおりである。なお、同別紙において定める略称等は、以

下においても用いることとする。 

  ２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに後記の証拠（枝番号のある書証について特に

明記しない限り枝番号を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。

なお、争いのない事実には証拠等を掲記しない。） 

  （１）当事者等 

     原告は、肩書住所地において「Ａ司法書士事務所」の屋号で司法書士業を営むとともに、

自己の所有する不動産を賃貸して賃貸料を得る不動産賃貸業を営んでいる。 

     株式会社Ｂは、本店所在地を原告の肩書住所地と同じ場所とし、目的を不動産賃貸借管理

業務、不動産コンサルタント業、林業及びこれらに附帯する一切の業務とし、代表取締役を

原告とする株式会社であり、平成１８年９月●日有限会社Ｂを商号変更し、移行したことに

より設立された（甲９、９９、乙７。以下、有限会社Ｂ及び株式会社Ｂを通じて「Ｂ社」と

いう。）。原告は、Ｂ社の発行済株式の全てを有しており、Ｂ社は、法人税法２条１０号にい

う同族会社に当たる。Ｂ社において、原告が代表取締役を務め、原告の配偶者である乙が取

締役を務め、原告の長女である丙及び同人の配偶者で原告の養子である丁等が従業員として

勤務している（証人丁、弁論の全趣旨）。 

     株式会社Ｃ（以下「Ｃ社」という。）は、本店所在地を原告の肩書住所地と同じ場所とし、

目的をマンション・駐車場の巡回・点検、リフォームなど改修工事の手配及び施工、マンシ

ョン入居者の退去明け渡し時の室内点検、火災保険等の保険金請求業務の代行、粗大ゴミ撤

去処分並びにこれらに附帯する一切の業務とし、代表取締役を原告とする株式会社である

（乙８）。原告の配偶者の乙がＣ社の発行済株式の全てを有している。 

  （２）原告とＢ社との間の賃貸借契約 

     原告は、平成２３年頃までは、自己の所有する不動産を個別に第三者に賃貸して第三者か

ら賃料収入を得るなどしていたが、平成２４年７月以降、Ｂ社との間で、当時自己が所有し

ていた別表１の順号１から２２までの不動産を含む合計２７の不動産をＢ社に一括して賃貸

し、Ｂ社から賃料収入を得るようになった（以下、この原告とＢ社との間の賃貸借契約を

「本件賃貸借契約」といい、本件賃貸借契約の対象不動産を「本件不動産」という。）。本件

賃貸借契約は、Ｂ社が本件不動産を第三者に個別に賃貸する（転貸する）ことを前提とする

ものである（以上につき、甲１５、９８の２、１５９、乙１９から２１まで、証人丁）。 

     原告は、その後平成２６年６月までに、上記合計２７の本件不動産のうち合計５の不動産

をＢ社以外の第三者に売却し、さらに、原告は、別表１の「売却等」欄記載のとおり、①平

成２７年分の本件賃貸借契約の賃貸期間の途中である平成２７年４月に本件不動産のうち別

表１の順号２１及び２２の各不動産をＢ社以外の第三者に売却し、②平成２８年分の本件賃

貸借契約の賃貸期間の途中である平成２８年２月から４月までの間に本件不動産のうち別表

１の順号１４から２０までの各不動産をＢ社に売却し、③平成２９年分の本件賃貸借契約の

賃貸期間の途中である平成２９年２月及び３月に本件不動産のうち別表１の順号１２及び１

３の各不動産をＢ社以外の第三者に、同年３月に本件不動産のうち別表１の順号１０及び１
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１の各不動産をＢ社にそれぞれ売却した（甲１５、弁論の全趣旨）。 

     上記の経過を前提にした、本件各年分（平成２７年分から平成２９年分まで）の本件賃貸

借契約の内容は、下表のとおりである（乙１９から２１まで）。なお、いずれの契約におい

ても、Ｂ社が本件不動産を転貸することができる旨の約定がある（各契約書（乙１９から２

１まで）の契約条項１２条）。 

 平成２７年分 平成２８年分 平成２９年分 

契約年月日 平成２６年１２月２６日 平成２７年１２月２６日 平成２８年１２月２６日 

契約期間（賃貸期

間） 

平成２７年１月１日～ 

平成２７年１２月３１日 

平成２８年１月１日～ 

平成２８年１２月３１日 

平成２９年１月１日～ 

平成２９年１２月３１日 

賃料 月額１５００万円 

（年額１億８０００万円） 

月額１２００万円 

（年額１億４４００万円） 

月額８００万円 

（年額９６００万円） 

本件不動産（目的

物件） 

別 表 １ の 順 号 １

～２２ 

別 表 １ の 順 号 １

～２０ 

別 表 １ の 順 号 １

～１３ 

契約書 乙１９ 乙２０ 乙２１ 

  （３）原告の所有車両 

     原告は、①ベントレー、②日産・ノート、③日産・マーチ、④日産・エルグランド、⑤日

産・キックス、⑥⑦日産・クリッパー（２台）及び⑧日産・バネットの合計８台の車両（以

下、これらの車両のうち、ベントレー（①）、日産・エルグランド（④）、日産・キックス

（⑤）、日産・クリッパー（２台）（⑥⑦）及び日産・バネット（⑧）を「本件各車両」とい

う。）を所有していた。 

  （４）前回調査 

     東住吉税務署長は、平成２６年１０月頃に行われた原告に係る税務調査（以下「前回調査」

という。）を踏まえ、原告に対し、平成２７年２月２６日付け通知書（甲８）でもって、国

税に関する実地の調査を行った結果、原告の平成２３年分及び平成２４年分の所得税、平成

２５年分の所得税等並びに平成２３年課税期間から平成２５年課税期間までの消費税等につ

いて、更正決定等をすべきと認められない旨の通知（以下「前回調査結果通知」という。）

をした。 

  （５）本件各処分等 

    ア 確定申告等 

      原告は、東住吉税務署長に対し、本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等

に係る各確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出し、別表２－１から別表２－３ま

で及び別表３の各「確定申告」欄記載のとおり、それぞれ申告をした（乙２２から２７ま

で）。本件各年分の所得税等の各確定申告書における総所得金額は、別表２－１から別表

２－３のとおり、不動産所得の金額及び事業所得の金額等の合計額である。 

      原告は、後記イの原告に対する税務調査が開始されるまでに、東住吉税務署長に対し、

原告の氏名及び住所並びに原告が本件各年分の１２月３１日において有する財産の種類、

数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書（以下「財産債務調書」

という。）を提出した（乙２８から乙３０まで）。 
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    イ 本件調査 

      東住吉税務署所属の調査担当者（以下「本件調査担当者」という。）は、平成３０年８

月２３日、原告の税務代理人に対し、本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税

等に係る税務調査（以下「本件調査」という。）の事前通知を行い、その後、同年９月６

日に原告の事務所に臨場して実地の調査を行うなどした。 

      本件調査担当者は、令和２年１月３１日、原告の税務代理人に対し、本件調査の調査結

果の内容を説明するとともに、修正申告を勧奨した。 

    （乙１８） 

    ウ 修正申告 

      原告は、令和２年４月２８日、本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等に

係る各修正申告書（以下「本件各修正申告書」という。）を提出し、別表２－１から別表

２－３まで及び別表３の各「修正申告」欄記載のとおり、それぞれ修正申告をした（乙４

６、４８、５０、５２から５４まで）。 

      本件各修正申告書の内容は、本件各年分の事業所得に係る接待交際費のうち、特定のコ

ンビニエンスストアにおける支払及び前記（３）の原告所有の車両のうちベントレー（①）

に係る減価償却費の２８％相当額を必要経費に算入しない（前者については、必要経費に

算入しないことに加え、消費税の控除対象仕入税額にも算入しない）というものであった

ところ、これは、前記イの本件調査担当者が勧奨した修正申告の内容とは異なるものであ

った（甲１０、乙３１）。 

    （以下、本件各年分の所得税等に係る修正申告書において、事業所得の必要経費に算入され

た、接待交際費を「本件接待交際費」といい、本件各車両の減価償却費を「本件減価償却

費」という。また、本件各課税期間の消費税等に係る各修正申告書において、課税仕入れ

に係る支払対価の額に算入された交際費（本件接待交際費から消費税の非課税取引に該当

する金額を控除したもの）を「本件交際費」という。） 

    エ 本件各処分 

      東住吉税務署長は、令和２年１１月５日付けで、本件各年分の所得税等及び本件各課税

期間の消費税等について、それぞれ別表２－１から別表２－３まで及び別表３の各「更正

処分等」欄記載のとおり、本件各処分をした。 

      本件所得税等各更正処分は、①事業所得に関し、本件接待交際費及び本件減価償却費を、

事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないこと、②不動産所得に関し、

本件賃貸借契約について所得税法１５７条を適用し、Ｂ社が本件不動産を第三者に転貸す

ることにより受け取る転貸料から、原告と同族関係にない不動産管理会社に本件不動産の

管理を委託したとした場合に支払うべき管理料の額を差し引いたものを、適正賃貸料とし、

原告が本件賃貸借契約により得ている賃貸料を上記適正賃貸料に引き直して不動産所得の

金額を計算することにしたこと等を処分の理由とする。 

      本件消費税等各更正処分は、本件交際費が課税仕入れに当たらずこれに係る消費税額を

控除することができないこと等を処分の理由とする。 

      なお、本件減価償却費は、平成２７年分は本件各車両全て（合計６台）に係るものであ

り、平成２８年分及び平成２９年分は本件各車両からバネット（前記（３）⑧）を除く各

車両（合計５台）に係るものである。 
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    （甲１から６まで） 

    オ 審査請求 

      原告は、令和３年２月４日、本件各処分を不服として、国税不服審判所長に対し、審査

請求をした。 

      国税不服審判所長は、令和４年１月２７日付けで、原告の審査請求をいずれも棄却する

旨の裁決をした。 

    （甲７） 

  （６）本件訴えの提起 

     原告は、令和４年５月２日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

  ３ 本件各処分の適法性に関する被告の主張 

    別紙２「被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性」記載のとおりである。なお、同別紙

において定める略称等は、以下においても用いることとする。 

    原告は、本件訴訟において、後記４の争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額

及び計算方法を争っていない。 

  ４ 争点 

  （１）本件接待交際費の必要経費該当性の有無（所得税等に係る争点）及び本件交際費の課税仕

入れ該当性の有無（消費税等に係る争点） 

  （２）本件減価償却費の必要経費該当性の有無（所得税等に係る争点） 

  （３）本件賃貸借契約に係る所得税法１５７条１項適用の可否及び効果（所得税等に係る争点） 

    ア 「これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係

のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」という要

件の充足性の有無 

    イ 本件賃貸借契約の適正賃貸料の金額 

  （４）本件各処分の信義則違反の違法性の有無（前回調査結果通知と本件各更正処分との関係）

（所得税等及び消費税等に係る争点） 

  ５ 争点に関する当事者の主張 

  （１）争点（１）（本件接待交際費の必要経費該当性の有無及び本件交際費の課税仕入れ該当性

の有無）について 

   （被告の主張） 

    ア 必要経費等について 

    （ア）必要経費について 

       所得税法３７条１項は、いわゆる費用収益対応の原則により、特定の収入との対応関

係を明らかにできる費用についてはそれが生み出した収入の帰属する年度の必要経費と

すべきであり（個別対応）、特定の収入との対応関係を明らかにできない費用について

はそれが生じた年度の必要経費とすべきである（一般対応）ことから、必要経費を二つ

に区分し、個別対応の費用に相当するものとして「総収入金額に係る売上原価その他当

該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」を、一般対応の費用に相当するものと

して「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について

生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。）の額」

をそれぞれ定めたものと解される。 
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       このように、所得税法３７条１項が特定の収入との対応関係の有無に応じて必要経費

を二つに区分し、同項前段が「総収入金額に係る売上原価」に加えて「その他当該総収

入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定していることからすれば、「総収入金

額を得るため直接に要した費用」に該当するといえるためには、特定の収入と何らかの

関連性を有する費用というだけでは足りず、総収入金額を構成する特定の収入と直接の

対応関係を有しており当該収入を得るために必要な費用であることを要すると解すべき

であり、その該当性の判断は、単に当該業務を行う者の主観的判断によるものではなく、

当該費用に係る個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って客観的に判断されるべき

であると解される。 

       また、同項後段が「その年における販売費、一般管理費」に加えて「その他これらの

所得を生ずべき業務について生じた費用…の額」と規定していること、業務上の必要経

費と家事上の経費等（同法４５条１項１号）を識別する必要があることからすれば、

「その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…の額」に該当するといえる

ためには、所得を生ずべき業務と何らかの関連性を有する費用というだけでは足りず、

所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有しており当該業務の遂行上必要な費用である

ことを要すると解される。 

    （イ）家事費及び家事関連費について 

       家事費は、所得税法４５条１項の規定により必要経費に算入されない（１号）。これ

は、衣食住費、教育費、養育費、趣味娯楽費等のような家事費が、業務に係る収入を得

るために必要な費用ではなく、個人が消費生活を送る上で必要な費用を支出するいわば

所得の処分とみるべきものであると解されるからである。また、家事関連費は、家事費

としての性質とともに業務と関連して支出する費用としての性格を併せ持つものである

が、上記のとおり、家事費は必要経費に算入されないから、青色申告者以外の者は、そ

の主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費に限り、必要経費

に算入することができ（所得税法施行令９６条１号）、また、青色申告者は、上記の経

費に加え、家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録に基づいて、所得を生ずべ

き業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費につ

いても、必要経費に算入することができるのである（同条２号）。 

    イ 原告が本件各年分の所得税等に係る修正申告書において接待交際費（本件接待交際費）

とする支出（以下「本件支出」という。）に関する当てはめについて 

    （ア）本件支出に係る支払金額及び接待回数からみて、本件支出は、原告の事業所得ないし

不動産所得に係る必要経費であるとは認め難いこと 

       原告は、平成２７年中には接待交際に係る延べ１４２回で６０５万９９５２円、平成

２８年中には延べ１４１回で５７１万５１１６円、平成２９年中には延べ１４８回で８

２９万０４８９円の接待交際費を支出しているところ、原告が営む司法書士業の規模は、

本件各年分の総収入金額をみると、平成２７年分が１９２万５５５０円（乙１）、平成

２８年分が４６３万３７４５円（乙３）、平成２９年分が３６０万０４８６円（乙５）

であり、また、不動産賃貸業（以下、司法書士業と併せて「司法書士業等」ということ

がある。）における実質的な得意先は、原告自身が代表取締役を務めるＢ社のみである。
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接待交際の回数が年間で１４１回ないし１４８回というのは、ほぼ２日に１回の頻度と

いえるが、週６日の勤務だとしても、その事業規模等に照らして異常に多い頻度である。

また、接待交際費の金額はいずれも司法書士業による年間の総収入金額を大きく上回る

ものである。このように、接待交際費の頻度や金額を見ると、社会通念上、原告個人に

よる司法書士業等を遂行する上で、そのような接待交際を行う必要性が存在したとはお

よそ考えられない。 

       すなわち、原告は、個人として司法書士業等を営むと同時に不動産賃貸・管理業務を

行うＢ社の代表取締役でもあるところ、Ｂ社の売上総利益は、平成２７年１２月期が４

億５１３４万０９４２円（乙９の５頁）、平成２８年１２月期が４億５７１１万８８１

９円（乙１０の１７頁）、平成２９年１２月期が４億４９９１万７９０６円（乙１１の

１６頁）であって、原告個人が営む司法書士業等よりもはるかに大規模に事業を行って

おり、それに伴い、取引の相手方も多数に上るものとも考えられるのであるから、原告

個人の司法書士業等ではなく、Ｂ社の代表取締役として、Ｂ社の事業に係る接待交際を

する必要性が圧倒的に大きかったと考えられるのである。 

       したがって、原告は、本来は法人たるＢ社の事業に起因する接待交際費であるにもか

かわらず、原告がＢ社の代表取締役であることを奇貨として、原告個人の司法書士業等

に係る接待交際費として申告したものとしか考えられない。 

    （イ）本件支出の個別の内容について 

       ａ 接待交際の相手方に関する情報が一切不明な支出や氏名以外の情報が不明な支出

については、事業所得ないし不動産所得に係る必要経費とは到底認められないこと 

         本件支出は、総収入金額を得るために直接要した費用には該当せず、個別対応の

費用に該当しない。そうすると、必要経費に該当するといえるためには、本件支出

が一般対応の費用として必要経費に算入される必要があるところ、そのためには、

所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有しており当該業務の遂行上必要な費用で

あることを要する。本件支出が、司法書士業等に係る業務と直接的な関連性を有し、

かつ司法書士業等に係る業務の遂行上必要な費用であるかを個別具体的に判断する

ためには、それぞれの支出に係る接待交際の相手方に関する情報、具体的には、相

手方の氏名や立場、原告との関係性などの情報のほか、当該接待の趣旨目的が明ら

かにされる必要があるというべきである。 

         この点、接待交際の相手方に関する情報が記載されていない支出や氏名以外の情

報が記載されていない支出については、当該相手方と原告との関係性すら確認でき

ず、当該支出に係る趣旨目的を明らかにすることができないのであるから、当該支

出と原告が営む司法書士業等に係る業務との関連も明らかでない。 

         そうすると、当該支出は、原告の司法書士業等に係る業務と直接的な関連性を有

し、業務の遂行上必要な支出であると認めることはできない。また、当該業務との

関連性も認められないことから、家事関連費にも該当しない。 

       ｂ 接待交際の相手先が政治関係者等である支出は、事業所得又は不動産所得に係る

必要経費とは認められないこと 

         接待交際の相手先が政治関係者等である旨記載されているとしても、当該接待交

際と原告が営む司法書士業等とどのような関連を有するのかが明らかでなく、司法
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書士業等の遂行上必要な費用であると認めることはできない。むしろ、政治家の政

治資金団体と認められるもの（Ｄ）に対する支出や政党に係る党費は、家事費に該

当するというべきである。 

       ｃ 接待交際の相手先が税理士、不動産関係者及び銀行関係者である支出については、

原告の事業所得ないし不動産所得に係る必要経費と認められないこと 

         原告は、不動産賃貸・管理業務を行うＢ社の代表取締役であり、Ｂ社については、

①原告個人が有するよりも多額の銀行借入金を有していること、②自社所有の賃貸

用不動産を多数有していること、③Ｂ社の関与税理士が本件各年分における原告個

人の関与税理士と同一の者であったこと等の事実が認められる。これらの事実を踏

まえると、接待交際の相手方が税理士、不動産関係者及び銀行関係者のいずれかで

ある支出については、原告個人の司法書士業等に係る接待交際ではなく、むしろ、

Ｂ社の事業に係る接待交際である可能性が高いというべきである。少なくとも、原

告個人の司法書士業等とＢ社の事業のいずれに関係するものかが明らかでないから、

原告個人の司法書士業等に関する支出であると認めることはできない。 

         原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、当該支出に係る接待交際の趣旨

目的が、銀行関係者からは最新の景気動向のほか、直近の融資条件等の情報を収集

する点にあり、また、不動産関係者からは所有不動産の管理を確実にしたり、不動

産の売出し情報を入手したり、所有不動産の売却のタイミングを計るなどの判断の

ための情報を収集する点にあると説明したが、このような情報収集が、Ｂ社の業務

ではなく、原告個人の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、これらの業務

の遂行上必要なものであったと判断するに足りる証拠はない。すなわち、原告は、

その所有する不動産のほとんどをＢ社一社のみに賃貸しており、不動産関係者や銀

行関係者から収集した情報を必要とするのは、司法書士業等に従事する原告ではな

く、むしろＢ社又はＢ社の代表取締役としての原告とみるのが自然であるから、上

記情報収集が原告の司法書士業等と直接的な関連性を有するとは認められないので

ある。 

         加えて、当該支出の主たる部分が原告の司法書士業等と関連する家事関連費であ

るといえたとしても、当該業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明確に区分できるものでもないので、原告の司法書士業等にかかる必要経費に当た

ると認めることはできない。 

       ｄ 原告と原告●●人との会食に関する本件支出は、必要経費に該当しないこと 

         まず、原告の所有不動産等に直接関わる案件（甲１５８の③、④、⑥、⑩及び⑪）

に関する本件支出については、原告の司法書士業による所得を生ずべき業務とは直

接的な関連性を有しないことは明らかであり、また、原告の不動産賃貸業と一切関

係がないか（甲１５８の③及び⑥並びに⑪の一部）、原告の不動産賃貸業の業務の

遂行上必要な費用であると認めることはできないものである（甲１５８の④及び⑩

並びに⑪の一部）。したがって、原告の所有不動産等に直接関わる案件に関する本

件支出は、原告の司法書士業等に係る必要経費に該当しない。 

         次に、原告の所有不動産等と関係がない案件（甲１５８の①、②、⑤及び⑦から

⑨まで）に関する本件支出については、原告の司法書士業等とは一切関係がないこ
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とは明らかであり、同支出は、原告の司法書士業等に係る必要経費に該当しない。 

    （ウ）小括 

       以上によれば、原告が接待交際費であると主張する本件支出について、原告の事業所

得ないし不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。 

    ウ 本件支出が事業者の行う課税仕入れに該当しないこと 

      本件支出が事業者の行う課税仕入れ（消費税法３０条１項）に該当するか否かにつき検

討するに、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは

借り受け、又は役務の提供を受けることをいう（同法２条１項１２号）。前記イのとおり、

本件支出は、原告の事業所得ないし不動産所得と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務

の遂行上必要なものであったということはできないのであるから、原告が「事業として」

行ったものとみることはできず、課税仕入れに当たらない。 

      そうすると、原告の消費税の金額の計算上、本件支出に係る消費税額を控除することは

できない。 

    エ 前回調査について 

      前回調査において接待交際費の計上が否認されなかったとしても、過去に接待交際費の

計上が否認されなかったことをもって、それ以降の接待交際費まで必要経費として認めら

れるべきであると解すべき法令上の根拠はない。 

   （原告の主張） 

    ア 必要経費該当性の要件について 

      業務と無関係な接待交際費を必要経費とすることはできないので、業務との関連性及び

必要性が必要経費といえるための要件であるとはいえる。しかし、接待交際費の必要経費

該当性の有無に関し、業務との関連性及び必要性の要件を厳格に解すべきではない。業務

に関連する関係者との交際であることや、接待交際費の支出が業務全般の円滑化に寄与し

ていること、業績とのバランスを失していないことといった状況があれば、当該接待交際

費については必要経費と認めるのが相当である。 

      接待の相手方及び目的等まで明示しなければならず、相手方の固有名詞や、明確な目的

ないし具体的な効果までをも必要とするというのは、解釈としては行き過ぎであり、違法

で不当である。 

    イ 本件接待交際費について 

      本件接待交際費は、次の事情を踏まえれば、前記アの要件を満たしており、必要経費に

当たる。 

      原告の接待交際の場は、「Ｅ」（●●）、「Ｆ」（●●）、「Ｈ」（●●店）、「Ｉ」（●●温泉）、

「Ｊ」（●●）、Ｋ等である。同席者は、近隣友人や親族等ではなく、私的な交際とは一線

を画している。同席者すなわち相手方や関係者は、代議士等の国政、市政の関係者、銀行

等の金融機関の関係者、不動産事業の関係者、他士業の関係者という事業の関係者であり、

接待交際の相手方はおおむね明らかである。会食等の目的は、経済事業や業界の話題等の

情報収集や、今後の事業展開の相談、問題点の確認等であり、原告の営む司法書士業や不

動産事業にも非常に役立つものである。 

      このような健全、良質、良好な交際からもたらされる有益な情報や研さんが、原告の人

格や見識を高め、司法書士業や不動産事業を長年にわたって安定して維持することを可能
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としたのである。 

      接待交際費の支出と原告の所得を比較すれば、資金収支に悪影響は全くなく、業績との

バランスも問題がない。原告は、平成２７年以前は、個人としても２０００万円を超える

多額の納税義務を果たしてきたのであり、司法書士業及び不動産賃貸業を全体としてみれ

ば、５００万円ないし８００万円の交際費支出はバランスを失したものではない。 

    ウ 前記アのとおり、接待交際費を必要経費と認定する上で相手方の固有名詞を明らかにす

る必要はないが、少なくとも原告の原告●●人との会食については、これを明らかにする

ことができる。その会食は、平成２７年分で６回、平成２８年分で８回、平成２９年分で

９回である。 

      原告●●人が原告から相談、依頼を受けていた案件は、主なもので１１件あり（甲１５

８の①から⑪まで）、そのうち原告の所有不動産等に直接関わるものは５件であった（甲

１５８の③、④、⑥、⑩及び⑪）。原告と原告●●人との会食分については、必要経費と

して認められるべきである。 

    エ 前回調査では、接待交際費が必要経費になることが承認された。前回調査と本件調査と

で、接待交際費に係る支出状況や提供した資料等に変化はないので、前回調査で必要経費

と認められたにもかかわらず、本件調査で必要経費と認められないというのは、著しく不

合理である。 

    オ 以上からすれば、本件接待交際費は、必要経費に当たるというべきである。また、同様

の理由から、本件交際費は、課税仕入れに当たるというべきである。 

  （２）争点（２）（本件減価償却費の必要経費該当性の有無）について 

   （被告の主張） 

    ア 減価償却費について 

      減価償却費の必要経費への算入は、本件各年分において有する減価償却資産につき認め

られるところ（所得税法４９条１項）、減価償却資産というためには、当該資産が不動産

所得の基因となり、又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき業務の用に供されるもの

であることを要する（所得税法２条１項１９号）。 

      減価償却費も一般対応の費用であるところ、前記（１）（被告の主張）ア（ア）のとお

り、必要経費に算入すべき減価償却費については、所得を生ずべき業務と何らかの関連性

を有する費用というだけでは足りず、所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有し、かつ、

当該業務の遂行上必要な費用であることを要するから、不動産所得の基因となり、又は不

動産所得若しくは事業所得を生ずべき業務に用に供されているというためには、当該資産

が客観的にみて、業務と直接的な関連性を有し、かつ、業務の遂行上必要な資産であるこ

とを要し、これに該当するか否かの判断は、当該業務の内容などの個別具体的な諸事情に

即し、社会通念に従って行われる必要があると解される。 

    イ 本件減価償却費が、原告の事業所得又は不動産所得に係る必要経費に該当しないこと 

    （ア）ベントレー（前記前提事実（３）①の車両）の減価償却費について 

       原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、ベントレーの使用目的について、①

平成２７年中における●●方面への不動産管理業務等、②●●温泉における銀行関係者

ないし不動産関係者の接待の送迎及び③奈良方面への健康診断等である旨説明し、当該

説明内容に沿うＥＴＣの使用履歴等を提出した。 
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       しかし、①原告は、●●方面にある不動産についてＢ社に管理業務を含めて一括して

賃貸していることから、ベントレーで●●方面に行き不動産管理を行ったとしても、当

該業務は、原告個人の司法書士業等の業務としてではなく、Ｂ社の代表取締役として

（Ｂ社の業務として）行ったものと認められる。したがって、上記不動産管理業務は、

原告の司法書士業等と直接的な関連性はなく、司法書士業等の遂行上必要であったと認

めることはできない。 

       また、②●●温泉のおける銀行関係者ないし不動産関係者に対する接待についても、

前記（１）（被告の主張）イ（イ）ｃのとおり、原告個人の司法書士業等ではなく、Ｂ

社の事業として行われたものと認められるのであるから、原告個人の司法書士業等と直

接的な関連性を有し、かつ、これらの業務の遂行上必要なものであったと認めることは

できない。 

       さらに、③奈良方面への健康診断は、もはや、原告個人の司法書士業等とも関係しな

い個人的な使用というべきであって、家事費に該当するものである。 

       したがって、ベントレーに係る減価償却費は、本件各年分の事業所得又は不動産所得

の金額の計算上必要経費に算入することができない。 

    （イ）エルグランド（前記前提事実（３）④の車両）の減価償却費について 

       原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、エルグランドの使用目的について、

原告及びＢ社の所有する物件（山林等を含む。）の管理に使用している旨説明し、当該

説明内容に沿うＥＴＣの使用履歴等を提出した。 

       しかし、Ｂ社が所有する物件の管理業務は、Ｂ社が行う事業であって、原告の司法書

士業等とは直接的な関連性がなく、当該事業の遂行上必要であったとはいえない。また、

原告が、原告所有の物件の管理にエルグランドを使用しているといっても、原告所有の

物件についてはＢ社に管理業務を含めて一括して賃貸されていることからすれば、もは

や原告個人の司法書士業等とは直接的な関連性がなく、当該事業の遂行上必要であった

とはいえない。 

       したがって、エルグランドに係る減価償却費は、原告の事業所得又は不動産所得の金

額の計算上必要経費に算入することができない。 

    （ウ）キックス（前記前提事実（３）⑤の車両）、クリッパー（２台。前記前提事実（３）

⑥及び⑦の各車両）及びバネット（前記前提事実（３）⑧の車両）の減価償却費につい

て 

       原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、キックス、クリッパー（２台）及び

バネットについては、原告自身が、Ｃ社の従業員が使用し、Ｃ社の不動産管理に使用し

ている旨説明しており、上記の４台の各車両は、原告個人の司法書士業等ではなくＣ社

の事業に用に供されているものである。 

       したがって、上記各車両に係る減価償却費は、原告の事業所得又は不動産所得の金額

の計算上必要経費に算入することができない。 

    ウ 前回調査について 

      過去に原告の車両に係る減価償却費の計上が否認されなかったことをもって、それ以降

も原告の車両に係る減価償却費が必要経費として認められるべきであると解すべき法令上

の根拠はない。 
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   （原告の主張） 

    ア 必要経費の要件について 

      車両の減価償却費の必要経費該当性について問題とすべきは、私生活での車両利用と区

別されているかどうかである。本件各車両は、いずれも原告の事務所ガレージ等で管理し、

鍵も原告の事務所で保管しており、私生活で使用していないことは明らかである。 

      本件各車両は、司法書士である原告が、私生活での利用とは完全に区別することができ

る形で業務時間中に使用する車両であるから、「事業所得を生ずべき業務の用に供される

車両」（所得税法２条１項１９号）とみることができる。業務との関連性について「直接

必要」という点を過度に強調するのは相当ではない。被告は、減価償却資産について、必

要経費と同様、「業務と直接的な関連性を有し、かつ、業務の遂行上必要な資産」に限定

するが、それほど制限的な解釈は一般的ではない。 

      原告は、司法書士業を営むほか、個人としても不動産収入を得ており、Ｂ社の代表者を

務めるなどしている。本件各車両は、あらゆる場面で原告の事業全般をサポートするため

に保有し活用しているものである。本件各車両がＢ社の業務にも関連するからといって、

原告の業務と関連しないと判断することはできない。 

    イ 前回調査では、原告の保有車両の減価償却費が必要経費になることが承認された。前回

調査と本件調査とで、車両の保有台数や使用状況が大きく変わるものではないので、前回

調査で必要経費と認められたにもかかわらず、本件調査で必要経費と認められないという

のは、著しく不合理である。 

  （３）争点（３）（本件賃貸借契約に係る所得税法１５７条１項適用の可否及び効果）について 

   （被告の主張） 

    ア 所得税法１５７条１項の「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」

について 

      所得税法１５７条１項の趣旨及び内容に鑑みれば、同項にいう「これを容認した場合に

はその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負

担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社の行為又は計算のう

ち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠

くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解される。 

    イ 原告がＢ社と締結した本件賃貸借契約は経済的合理性を欠くものであること 

    （ア）原告が本件賃貸借契約に基づき取得した賃貸料（以下「本件賃貸料」という。）は、

Ｂ社が取得した転貸料に比して著しく低額であること 

       ａ 原告は、自らが第三者との間で直接賃貸借契約を締結して、Ｂ社が得る程度の転

貸料収入相当額を賃貸料として得ることが可能であったはずであるが、同族会社で

あるＢ社に本件不動産を一括して賃貸したことにより、Ｂ社が得た転貸料収入（以

下「Ｂ社転貸料収入」という。）よりも低額な賃貸料（本件賃貸料）を得るにとど

まっている。 

         本件各年分において原告が取得した本件賃貸料とＢ社転貸料収入を比較すると、

以下のとおりであり、これらを単純に比較しただけでも、原告が取得した本件賃貸

料はＢ社転貸料収入の６０％にも満たず、著しく低額であったというべきである。 

          平成２７年分 原告の本件賃貸料 １億８０００万円 
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                 Ｂ社転貸料収入 ３億２８８０万１７９７円 

          平成２８年分 原告の本件賃貸料 １億４４００万円 

                 Ｂ社転貸料収入 ２億４０９１万０６７６円 

          平成２９年分 原告の本件賃貸料 ９６００万円 

                 Ｂ社転貸料収入 １億６１５１万２３２８円 

       ｂ なお、原告は、本件不動産の管理等の全てをＢ社に任せていたため、原告が第三

者に本件不動産の管理を委託した場合に支払う管理料及び同管理料以外の経費をＢ

社が負担している、すなわち、本件賃貸借契約によれば、Ｂ社は、本件不動産に係

る公租公課、水道光熱費、広告宣伝費、清掃費、保守費、修繕費、賃貸料及び雑費

等（以下、これらを併せて「Ｂ社負担経費」といい、管理料と併せて「管理料等」

という。）を負担することとなっているが、Ｂ社がこれらの管理料等を負担するこ

とを考慮したとしても、やはり原告が取得した本件賃貸料はＢ社転貸料収入に比し

て著しく低額であるといわざるを得ない。 

         まず、Ｂ社転貸料収入と原告が取得した本件賃貸料との差額をみると、 

          平成２７年分の差額 １億４８８０万１７９７円 

          平成２８年分の差額 ９６９１万０６７６円 

          平成２９年分の差額 ６５５１万２３２８円 

        であり、上記各差額がＢ社転貸料収入において占める割合は、 

          平成２７年分の割合 ４５．２５％ 

          平成２８年分の割合 ４０．２２％ 

          平成２９年分の割合 ４０．５６％ 

        である。 

         転貸人であるＢ社が本件不動産を転貸するに当たり、特別な負担を負っており、

又は、何らかの付加価値を加えているといえない限り、上記各差額は管理料等相当

額にすぎないのであって、上記各差額がＢ社転貸料収入において占める割合はいず

れも４０％を超えていることは、一般的に適正とされる管理料の割合が６．３２％

ないし６．３７％程度であることからしても（後記エ（ア）ｄ参照）、管理料等と

しては極めて高額であるといわざるを得ない。Ｂ社は原告の同族会社であり、経済

的実質は同一の取引主体とみることができるところ、本件賃貸料とＢ社転貸料収入

に著しい差額を生じさせた原因を管理料等の負担だけで説明することはできず、結

局のところ、本来原告が収益すべき賃料をＢ社に付け替えただけにすぎないとみざ

るを得ない。このような利益の付け替えに経済的合理性を見いだすことはできない。 

    （イ）原告が算定した本件賃貸料には経済的合理性がなく、到底適正な価額とはいえないこ

と 

       ａ 原告は、Ｂ社との間で、平成２６年１２月２６日付け、平成２７年１２月２６日

付け及び平成２８年１２月２６日付けで、それぞれ契約期間を翌年とする、本件各

年分の本件賃貸借契約を締結した（前記前提事実（２）参照）。その際、原告は、

本件賃貸借契約に係る契約書（以下「本件賃貸借契約書」という。）とともに、年

間売上高や翌年分の収入見込み金額等を記載したものと解される「サブリース料再

考について」と題する書面（以下「本件再考書面」という。乙１９から２１までの
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各最終頁）を作成した。そして、本件再考書面の「サブリース料／年間売上高 比

率」欄（以下「本件比準表」という。）には、本件賃貸料の年間合計額がＢ社転貸

料収入の年間合計額に占める割合が記載されているところ、これに基づき、本件賃

貸料の見直しがされた。 

         平成３０年分の本件賃貸借契約に係る「サブリース料 再考について」と題する

書面（乙４１）の本件比準表をみると、本件賃貸料がＢ社転貸料収入に占める割合

は、平成２４年分から平成３０年分までの順に、５３．８％、５７．９％、６５．

７％、５４．７％、５９．５％、５４．５％、５５．３％とされており、平成２６

年分で６０％を超えたことを除けば、全て６０％未満の割合になるように本件賃貸

料が見直されている。 

         このように、原告が算定した本件賃貸料は、Ｂ社転貸料収入のおおむね６０％未

満となるように算定されており、そもそも極めて低額なものであった。 

       ｂ 本件再考書面（乙１９から２１までの各最終頁）の「Ｈ２４～２６」欄のＢ社転

貸料収入は、平成２４年分から平成２６年分までの平均値等を記載しているわけで

はなく、平成２５年分及び平成２６年分のＢ社転貸料収入を考慮することなく、単

に平成２４年分のＢ社転貸料収入のみを用いている。 

         しかし、一般に不動産の賃貸料は、不動産の種類、構造、築年数等の諸事情を考

慮して算定されるものであるところ、平成２４年分の本件賃貸借契約における本件

不動産の月額賃料２０００万円は、Ｂ社転貸料収入に比して著しく低額である点を

措いても、上記諸事情を考慮した形跡、例えば、不動産の空室リスクについて何ら

かの検討をした形跡もなく、その算定根拠が不明であるから、およそ合理的な金額

ということはできない。 

         したがって、平成２４年分の本件賃貸借契約における本件不動産の月額賃料に合

理性はなく、そのように合理性を欠く賃料を基に算定した、平成２４年分の本件賃

貸料の平成２４年分のＢ社転貸料収入に占める割合（以下「平成２４年分割合」と

いう。）を用いることに合理性はない。そして、本件賃貸料がＢ社転貸料収入に占

める割合を、平成２４年分割合（５３．８％）に近づけようとして、平成２５年分

以降の割合（５７．９％、６５．７％、５４．７％、５９．５％、５４．５％、５

５．３％）を見直したのであれば、やはり、いずれも合理性はないといわざるを得

ない。 

         また、平成２７年分の本件再考文書（乙１９の最終頁）の記載からすれば、平成

２７年分のＢ社転貸料収入の見込額が平成２４年分のＢ社転貸料収入の７４％に相

当することから、本件賃貸料は、平成２４年分から平成２６年分までの本件賃貸料

月額２０００万円（「２０Ｍ」）に、上記７４％を乗じ、調整の上、平成２７年分の

本件賃貸料を算定したものと解される。そして、平成２８年分及び平成２９年分の

本件再考文書（乙２０及び２１の各最終頁）の記載からすれば、同様にして、平成

２８年分及び平成２９年分の本件賃貸料を算定したものと解される。 

         そうすると、平成２７年分から平成２９年分までの本件賃貸料は、いずれも平成

２４年分（から平成２６年分まで）の本件賃貸料月額２０００万円を基に算定され

たものであると解されるところ、上記のとおり、そもそも平成２４年分の本件賃貸
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料に合理性がない以上、これを基に算定した平成２７年分から平成２９年分までの

本件賃貸料についても、やはり合理性はないというべきである。 

       ｃ 以上のとおり、原告が算定した本件賃貸料は、Ｂ社転貸料収入と比較して極めて

低額であって経済的合理性がないことはもとより、本件各年分の本件賃貸料の算定

の基礎とされている平成２４年分の本件賃貸料は、契約期間中に対象不動産につき

空室が生じた場合の負担（空室リスク）、賃料の滞納が生じた場合の負担（滞納リ

スク。以下、これらを併せて「空室リスク等」という。）の諸条件を踏まえて決め

られたものではなく、そもそも合理性がないから、そのように合理性を欠く平成２

４年分の本件賃貸料を基に算定された平成２７年分から平成２９年分までの本件賃

貸料も合理性がない。 

    ウ 本件賃貸借契約は、Ｂ社の設立目的及び契約内容等から実質的に管理委託方式と同視す

ることができること 

      Ｂ社の設立目的は、不動産の賃貸借管理業務等であり、不動産賃貸借そのものを目的と

していない。 

      仮に、本件賃貸借契約が純然たる賃貸借契約（転貸方式）なのであれば、賃借人（転貸

人）であるＢ社は、原則として、当該不動産の用法に従ってこれを自由に使用収益するこ

とができるはずであるが（民法６１６条、５９４条１項）、本件賃貸借契約においては、

Ｂ社の遵守事項が詳細に定められており、Ｂ社において自由に使用収益することはもはや

不可能といい得る。 

      また、一般的な転貸方式による契約を締結する場合、空室や賃料の滞納が生じることに

より、賃借人が大きな損失を被ることになりかねないから、空室リスク等を十分に検討し

て賃貸料が定められるものと解される。しかし、原告及びＢ社は、本件賃貸借契約を締結

するに当たり、上記のような空室リスク等について具体的に検討することなく、単に平成

２４年分のＢ社転貸料収入のみを基準として本件賃貸料を算定している。また、Ｂ社にお

いても、空室リスク等が実現した場合に備え、過去の実績に基づいて社内留保をするなど

の会計処理をしたなどの事情もない。このような契約方式は、もはや一般的な転貸方式に

よる契約とは大きく異なるといえる。 

      そして、本件賃貸借契約のような転貸方式では、賃借人が得る転貸料収入と賃借人が賃

貸人に支払う賃貸料の差額には、賃借人が行う賃借物の維持管理費用が含まれており、そ

の限度で管理委託方式における管理手数料と経済的実質が同一であるということができる。 

      このように、本件賃貸借契約は、純粋な転貸方式とは大きく異なり、その実質は、管理

委託方式に非常に近いものである。 

      本件において、原告は、Ｂ社の発行済株式の全てを有しており、実質的にみると、原告

とＢ社は同一の経済主体であると評価することができる。本件賃貸借契約は、原告が自身

の利益だけでなくＢ社の利益も併せて考慮し、双方の経済的利益を一体として考慮して締

結されたものと考えられる以上、本件賃貸借契約によってもたらされる原告の収入とＢ社

の収入についても一体として評価することができ、Ｂ社の収入は原告の収入として評価す

ることができる。以上を前提とすると、本件賃貸借契約は、形式的には、転貸方式が採用

されているが、実質的には、原告が管理料相当額を負担しているのであって、管理委託方

式における管理料を支払っていたものと評価すべきである。 
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      前記イのとおり、本件賃貸料には経済的合理性がないところ、本件賃貸借契約は、形式

的には転貸方式であるが、経済的合理性等という観点から実質的にみると、Ｂ社が本件不

動産の管理業務を受託し、その対価とした管理料、すなわち、Ｂ社転貸料収入と本件賃貸

料及びＢ社負担経費との差額を受領する（これを原告からみれば、管理料相当額をＢ社に

支払う）管理委託方式の契約と同視することができる。 

      原告はもともと複数の不動産を第三者に賃貸し、同族会社であるＢ社はそれらの不動産

の管理業務を行っていたところ、空室リスク等を考慮したものでない限り、あえて、改め

てＢ社との間で、目的物たる不動産をＢ社が管理する業務を行うことを内容とするマスタ

ーリース契約を締結しなければならない必要性は認め難い。また、一般的なマスターリー

ス契約においては、当事者双方が様々なリスクについて考慮し、経営上生じる様々な費用

をどちらが負担するかを総合考慮した適正な賃貸料を計算して定める必要があるが、本件

賃貸借契約を締結するに当たって、原告とＢ社との間でこのような検討を行った上で適正

な賃貸料が定められた形跡はない。さらに、マスターリース契約は、一棟の建物ごとある

いは一箇所の駐車場ごとにそれぞれ別々に定められるのが通常であるが、本件賃貸借契約

書をみると、転貸借の目的として複数のマンション及び複数の駐車場（本件不動産）を一

緒くたにして一通の契約書に掲げられている。マスターリース標準契約書においては、転

貸借の目的物である不動産を特定した上で、賃借人である不動産管理会社等による管理の

範囲を特定するため、転貸借の目的物である不動産について面積等の様々な情報が記載さ

れるが、本件賃貸借契約書をみると、Ｂ社による管理業務の対象である本件不動産に係る

情報が記載されていないに等しく、Ｂ社による本件不動産の管理の範囲が明らかではない。

そして、本件賃貸借契約の当事者であるＢ社の業務を行う者は、原告、原告の配偶者、原

告の娘及びその配偶者であって、大手不動産会社等とは異なる家族経営の会社であり、本

件不動産の管理業務ないし転貸業務を、形式的にはＢ社が行うことになったとはいえ、実

質的には、もともと原告が賃貸業務を行っていたときと大きく異なるものではない。一方

で、本件賃貸借契約書で定められているＢ社が負う管理義務としての建物維持管理業務の

具体的な内容は、賃貸住宅管理委託契約書ないし管理委託標準契約書が定める管理業務の

内容と大きな違いはない。 

      以上によれば、本件賃貸借契約は、実質的には管理委託方式と同視することができる。 

    エ 原告の本件賃貸料に基づいて算出された所得税額は、適正な賃貸料（以下「本件適正賃

貸料」という。）を基礎として算出した所得税額と比較して、その負担を不当に減少させ

る結果となると認められること 

    （ア）本件適正賃貸料の算定方法等について 

       ａ 本件適正賃貸料を求める方法には種々の方法があるものと考えられるところ、不

動産賃貸料は、不動産の種類、構造、築年数等によって大きく異なり得るものであ

るから、本件不動産に係る本件適正賃貸料と他の同業者の不動産賃貸料とを単純に

比較して算定することは極めて困難であり、仮にそれが可能であったとしても、貸

し付けている不動産が同一のものでないから、直ちにその数値の合理性、正確性が

担保されるものではない。 

         原告は、本件不動産をＢ社に一括で賃貸してＢ社から本件賃貸料を受け取り、Ｂ

社は、本件不動産を第三者に転貸して転借人である第三者からＢ社転貸料収入を受
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け取っているが、Ｂ社が原告の同族会社であり、その経済的実質は同一であると評

価することができることからすれば、実質的には、Ｂ社転貸料収入は原告の収入で

あると評価することができる。そうすると、転貸人であるＢ社が本件不動産を転貸

するに当たり、特別な負担を負っており、又は、何らかの付加価値を加えていると

はいえない以上、本件賃貸料とＢ社転貸料収入の差額は、管理料等にすぎないと評

価することができる。 

         また、本件不動産の管理や修繕等は、本件賃貸借契約上、Ｂ社に委託されている

から（本件賃貸借契約書の第１０条及び第１１条。乙１９及び乙２０の各９枚目、

乙２１の８枚目）、Ｂ社転貸料収入の金額から、Ｂ社負担経費及び本件不動産に係

る適正な管理料の額（原告が本件不動産の管理のみを同族会社でない不動産管理会

社に委託した場合に通常支払うべき管理料の額。以下、当該管理料を「本件適正管

理料」といい、Ｂ社負担経費と併せて「本件適正管理料等」ということがある。）

を差し引くことにより、原告の本件適正賃貸料を算定することができる。 

         なお、本件賃貸借契約のような転貸方式では、通常、賃借人が賃借物に係る維持

管理業務を行う旨が定められており、その賃貸料も賃借人において賃借物に係る維

持管理業務を行うことを前提に定められている。そのため、賃借人が得る転貸料収

入と賃借人が賃貸人に支払う賃貸料の差額には、賃借人が行う賃借物の維持管理費

用が含まれており、その限度で管理委託方式における管理委託料と経済的実質が同

一であるということができる。 

         また、本件適正賃貸料を算定するに当たり、原告所有の賃貸用不動産の全てにつ

いて、転貸料収入に対する空室リスク等を一棟ないし一室ずつ算定することにより、

原告が不動産管理会社から適正に受領すべき賃貸料を算定するという方法も考えら

れるが、このような方法によって、本件適正賃貸料を算定することは困難であり、

本件適正賃貸料を算定するためには、マスターリース契約を行っている同業者と原

告とを単純に直接対比するという方法以外の方法によらざるを得ない。 

         本件適正賃貸料を算定する主な方法としては、①転貸方式を採用する事業者の賃

貸料額を基に算定する方法、②本件不動産の諸条件を、サブリース業を事業として

いる複数の不動産管理会社等に提示し、当該不動産管理会社等による算定額を基に

算定する方法、③管理委託方式を基に算定する方法（処分行政庁が採用した方法）

が考えられる。原告は、本件不動産に係る不動産賃貸業を営むに当たり、転貸方式

を採用しているため、上記①又は②の方法により本件適正賃貸料を求めることが最

も直截な方法である。しかし、上記①の方法は、本件適正賃貸料を、転貸方式を採

用している他の事業者の不動産賃貸料と単純に比較して算定することは極めて困難

であり、仮にそれが可能であるとしても、対象不動産が同一ではないから、直ちに

その数値の合理性、正確性が担保されるものではない。また、上記②の方法は、本

件適正賃貸料の算定の依頼に応じる不動産管理会社等を見付け出すこと自体が非常

に困難である上、仮に当該不動産管理会社等が何らかの方法で適正な賃貸料を算定

したとしても、直ちにその数値の合理性、正確性が担保されるものではない。した

がって、上記①又は②の方法により本件適正賃貸料を求めることに合理性は認めら

れない。一方、本件賃貸借契約のような転貸方式では、賃借人が得る転貸料収入と
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賃借人が賃貸人に支払う賃貸料の差額には、賃借人が行う賃借物の維持管理費用が

含まれており、その限度で管理委託方式における管理手数料と経済的実質が同一で

あるということができること、同業者の抽出作業を機械的かつ無作為に行うことが

できることからすれば、上記③の方法が、上記①又は②のような直接的に本件適正

賃貸料を算定する方法に比べて、その算定した額に合理性が認められ、これを採用

する必要性もあるというべきである。そして、上記③の方法でも、本件適正賃貸料

の算定に当たっては、後記ｂのとおり本件各年分のＢ社転貸料収入すなわちＢ社が

現実に受領した転貸料収入の実額を基にしており、その金額は実際の空室状況が反

映されたものであり、また、Ｂ社が滞納等のリスクを負担することとなっていたと

しても、当該リスクに係る損失は、本件適正賃貸料の算定に当たり控除するＢ社負

担経費に計上されているから、上記③の方法を用いて本件適正賃貸料を算定する場

合でも、Ｂ社が被る空室リスク等は、既に考慮されたものというべきである。 

       ｂ 本件適正管理料の算定方法について 

         本件適正管理料は、原告が同族関係にない不動産管理会社に対して賃貸物件の管

理を委託した場合に支払うべき管理料であり、当該管理料と賃貸料収入金額との間

には一定の相関関係ないし比例関係が存在すると認められるから、本件適正管理料

を求める方法について、処分行政庁は、本件各年分において、原告と一定の類似性

を有する同業者（以下「比準同業者」という。）を抽出し、当該比準同業者の賃貸

料収入金額のうちの経常収入金額（家賃、共益費等の経常的収入をいい、権利金、

礼金、保証金償却相当額、更新料、解約損害金等の臨時的収入を除いたもの）に占

める支払管理料の金額の割合の平均値（以下「本件適正管理料割合」という。）を

求め、本件各年分のＢ社転貸料収入の金額のうちの経常収入金額相当額（以下「Ｂ

社転貸料経常収入」という。）に本件適正管理料割合を乗じて、本件適正管理料を

算出した。 

         その上で、処分行政庁は、Ｂ社転貸料収入から本件適正管理料及びＢ社負担経費

相当額をそれぞれ控除した金額を本件適正賃貸料として算出した。 

         なお、本件各年分のＢ社転貸科経常収入の内訳は、それぞれ別表４の順号①及び

②のとおりであり、本件各年分のＢ社転貸料収入の内訳は、それぞれ別表４の順号

③から⑤までのとおりである。また、本件各年分のＢ社負担経費の内訳は、それぞ

れ別表４の順号⑪から⑱までのとおりである。 

       ｃ 比準同業者を抽出する基準等 

         比準同業者の抽出に当たり、本件各年分において下記㋐から㋘までの抽出基準を

設定し、当該各基準を全て満たす者を抽出した。 

        ㋐ 原告の納税地を所轄する東住吉税務署長を始めとする大阪市内の納税地を所轄

する税務署長及び大阪市に隣接する納税地を所轄する税務署長に対し、確定申

告書を提出していること 

        ㋑ 青色申告書により所得税の確定申告書を提出していること 

        ㋒ 集合住宅及び駐車場の両方を賃貸する不動産賃貸業を営む者であること 

        ㋓ 不動産賃貸について、転貸方式による貸付けを行っていないこと 

        ㋔ 海外に存する不動産を貸し付けていないこと 
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        ㋕ 本件各年分の全ての年分において、不動産所得に係る経常収入金額（家賃、共

益費等の経常的収入をいい、権利金、礼金、保証金償却相当額、更新料、解約

損害金等の臨時的収入を除いたもの）が、８０２７万９１６４円以上６億５０

６５万３７６２円以下であること 

        ㋖ 上記㋒に係る賃貸不動産の全部の管理業務を同族関係にない不動産管理会社

（法人税法２条１０号に規定する同族会社に該当しないもの）に委託しており、

その管理委託の内容が、主として賃貸借契約の締結及び更新、賃借人の募集並

びに賃料等の集金であること 

        ㋗ 管理委託料の支払がされていること 

        ㋘ 課税に係る不服申立て又は訴訟が係属中でないこと 

         以上の経緯で抽出された比準同業者は、上記抽出基準の下で機械的に抽出された

ものであり、業種、業態及び事業規模等において原告と類似性を有するから合理的

である。 

       ｄ 比準同業者に係る本件適正管理料割合及び本件適正管理料 

         前記ｃの条件で抽出された比準同業者は、別表６のとおり、全部で１６件であり、

当該件数は、それぞれの事業者間に通常存在する程度の偏差をその平均値によって

捨象される程度に合理的な件数であるといえる。また、前記ｃのとおり、比準同業

者は、合理的な抽出基準の下で機械的に抽出された同業者であることからすれば、

このような比準同業者を基に算定した本件適正管理料割合及び本件適正管理料は、

いずれも合理性を有するものといえる。 

         比準同業者を基に算定した本件適正管理料割合は、別表６のとおり、平成２７年

分が６．３２％、平成２８年分が６．３７％、平成２９年分が６．３３％である。

また、本件適正管理料割合を用いて計算された本件各年分の本件適正管理料は、別

表４の順号⑩の各「本件適正管理料」欄のとおり、平成２７年分が２０５６万０６

５９円、平成２８年分が１５１６万７０７７円、平成２９年分が１０１６万３３４

３円である。 

    （イ）本件適正賃貸料及び原告の不動産所得に加算すべき金額等 

       前記（ア）ｄの本件適正管理料に基づいて算定した原告の本件各年分の本件適正賃貸

料は、別表４の順号⑳の各「本件適正賃貸料」欄のとおり、平成２７年分が２億５３４

９万７６３４円、平成２８年分が１億８８１４万２０９４円、平成２９年分が１億２７

２０万１２５５円である。 

       本件適正賃貸料の金額と本件賃貸料の金額との差額は、別表４の順号㉒の各「本件適

正賃貸料と本件賃貸料との差額」欄のとおり、平成２７年分が７３４９万７６３４円、

平成２８年分が４４１４万２０９４円、平成２９年分が３１２０万１２５５円である。 

       本件賃貸料を本件適正賃貸料に引き直して算定したときの原告の不動産所得の金額は、

別表７の本件各年分の「不動産所得の金額」の各「引き直した後の額」欄のとおり、平

成２７年分が１億１４６１万８９３９円、平成２８年分が５５７０万６５４７円、平成

２９年分が３４０５万９３８６円である。 

    （ウ）引き直し計算による総所得金額に係る所得税額と原告の修正申告における総所得金額

に係る所得税額 
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       本件賃貸料を本件適正賃貸料に引き直して算定した場合の総所得金額に係る所得税額

（以下「引き直した税額」という。）と本件賃貸料を前提とした原告の修正申告におけ

る総所得金額に係る所得税額（以下「修正申告の税額」という。）との差額は、それぞ

れ以下のとおりである（別表７の本件各年分の各「総所得金額に係る税額」欄参照）。 

       ａ 平成２７年分 

         引き直した税額 ４１２４万９８００円 

         修正申告の税額  ８７３万４４００円 

         差 額 ３２５１万５４００円 

       ｂ 平成２８年分 

         引き直した税額 １６１７万２２００円 

         修正申告の税額   １４万７９００円 

         差 額 １６０２万４３００円 

       ｃ 平成２９年分 

         引き直した税額  ５７５万６８００円 

         修正申告の税額         ０円 

         差 額  ５７５万６８００円 

       このように、原告は、本件賃貸料に基づいて本件各年分における不動産所得を算定し

た結果、本件各年分の３年間で５４２９万６５００円（＝３２５１万５４００円＋１６

０２万４３００円＋５７５万６８００円）もの多額な所得税の額を不当に減少させてい

るのである。 

       以上によれば、原告の同族会社であるＢ社の行為又は計算の結果、原告の所得税の

「負担を不当に減少させ」たと認められる。 

       なお、原告は、Ｂ社から原告の給与所得に該当する役員報酬を得ており、その役員報

酬の原資はＢ社転貸料収入であることからすれば、この点においても原告がＢ社に所得

を付け替えることにより、給与所得控除の額の分だけ自己の総所得金額を少額に計算し

ているということもできる。このような所得税の不当な減少額は、当該給与所得控除の

額に対応する分だけ少額に算定されていたといえる。 

    オ 原告の主張について 

      原告が指摘する本件賃貸借契約のメリットは、サブリースの一般論を述べるものにすぎ

ず、原告とＢ社との関係及び本件賃貸借契約に当てはまるものではない。 

      原告は、本件賃貸借契約を締結することで申告・納税の簡素化というメリットが得られ

るというが、これは、管理委託方式か転貸方式かによる差異として生じるものではない。 

      本来、複数の棟の集合住宅や駐車場等を一括して転貸借の目的物にすることに経済的合

理性を認めるためには、まずもってそれぞれの物件で適正な賃貸料の検討を行っているこ

とが前提となるのであり、このような検討を行わないまま、当該契約の経済的合理性を論

じることは失当であるところ、本件賃貸借契約については、その前提となる個々の不動産

の適正な賃貸料を検討した形跡はないから、経済的合理性が認められる余地はない。むし

ろ、このような経済的合理性を欠いた内容の本件賃貸借契約を締結することができたのは、

その相手が原告の同族会社であるＢ社だからこそと考えられる。 

      原告は、デッドクロス現象に対応する必要があったと主張するが、原告は、平成１０年
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頃から逐次賃貸用集合住宅を新築等して取得するようになったというのであり、それ以降

の減価償却の方法は旧定額法又は定額法であり、償却費の額は毎年同額であることから、

年の経過に従って減価償却費の額が減少することはなく、デッドクロス現象に対処しなけ

ればならないという状況にはなかった。 

      原告が顧問税理士に相談し、アドバイスを受けていたというが、このことは、経済的合

理性を基礎づけるものではない。 

      前回調査結果通知は、本件賃貸借契約の合理性を基礎づけるものではない。 

   （原告の主張） 

    ア 本件所得税等各更正処分の問題点 

    （ア）所得税法１５７条１項の解釈運用について 

       所得税法１５７条１項は、手続法は実体的権利を守るために存在するという原則に対

する例外規定であり、制限的・抑制的に解釈運用されなければならない。 

    （イ）転貸方式（サブリース）と管理委託方式（一般管理）との違いについて 

       ａ 本件所得税等各更正処分は、管理委託方式と転貸方式とに分類し、転貸方式にお

いても管理業務の委託が含まれることが通常であるとし、管理委託方式も転貸方式

も、経済的実質は同一のものと考えられるとする。 

         しかし、サブリース（転貸方式）におけるマスターリース契約（原賃貸借契約）

において、賃貸人（オーナー）が賃借人（サブリース会社）に対し管理費を支払う

という概念は存在せず、転貸方式の中に管理業務の委託が含まれるというのは、技

巧的に過ぎ、論理的に破綻している。管理委託方式と転貸方式との間に共通項を見

出そうとすること自体が誤りであり、上記のような考え方は、現在広く行われてい

るサブリースの理解を著しく欠くものである。 

       ｂ サブリースとは、賃貸経営の一つの形態であり、オーナーは賃貸物件を一括で貸

し出し、不動産会社（サブリース会社）は、それを入居者に転貸する契約である。

オーナーと賃借人（サブリース会社）との間でマスターリース契約が成立し、オー

ナーは賃借人（サブリース会社）から賃料を受け取り、それを売上げとする仕組み

である。 

         オーナーからすれば、サブリース会社を介在させる関係で、入居者から受け取る

賃料より売上げは少なくなるというデメリットがあるが、空室リスク等が避けられ

て収入が安定し、滞納金の回収の手間と時間を省くことができる。また、オーナー

と入居者との間の契約関係が遮断されることから、オーナーにとっては賃貸物件や

滞納賃料、敷金返還を巡る訴訟のリスクから解放されるメリットもある。さらに、

オーナーからすれば、売上げが平準化して安定する結果、税務申告が簡易化される

などのメリットがある。 

         一方、サブリース会社からすれば、期中に退去事象が生じるなど空室が複数生じ

たために想定していた賃料収入が得られなかったとしても、オーナーに対して契約

で定められた賃料の支払を継続しなければならないことや、退去後の原状回復費用

の負担、次の入居者募集のための広告費の負担等が生じ、収支が一時的に大きなマ

イナスになるリスクがあるが、その反面、オーナーに支払う賃料は、入居者から受

け取る想定賃料総額から相当程度（通常１５％～２５％程度）減額して設定するな
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ど、相当低額に設定され、入居者を上手に確保し、退去者を抑えることができるな

どすれば、多くの利益を得ることができるというメリットがある。 

       ｃ このようなサブリースの仕組みに対し、管理委託方式では、管理委託を受ける会

社は、入居者の賃料の受取窓口となり、支払われた賃料から５％～９％程度の委託

料を受け取り、残りをオーナーに支払うだけであり、入居者が退去して受取賃料が

減っても、何のリスクも負担しない。 

         オーナー側からみれば、サブリース（転貸方式）は、収益が減少するが、収益が

安定し、契約管理コストが著しく軽減される方式であるのに対し、管理委託方式は、

収益を最大化することができることもあれば、収益が大きく減少する危険があると

いう変動幅の大きな方式であるといえる。 

         サブリース（転貸方式）と管理委託方式は、それぞれ経済的効果も目的も異にす

るものであり、無理やり共通項を見出しても意味がなく、軽々に経済的実質は同一

のものと考えられるということはできない。 

         本件所得税等各更正処分は、サブリースの仕組みを全く理解することなく、サブ

リース会社の受け取る賃料差益が大きいことを理由に課税処分をすることができる

という間違った思い込みで結論を出したものであり、違法である。 

    （ウ）同業者の解釈の誤りについて 

       本件所得税等各更正処分は、管理委託方式の同業者の管理料の平均値を６．３３％な

どと算出し、オーナーである原告が受け取るべき適正賃貸料を算出している。 

       しかし、上記の同業者率が信用に足りない上、サブリースについては管理費の同業者

率を観念することができない。管理委託方式と転貸方式とは、異なる契約形式であるか

ら、仮に同業者率を算出するのであれば、サブリース事業者について十分な調査を行う

必要があるが、本件調査担当者は、サブリース事業者について調査することを拒絶し、

処分行政庁（東住吉税務署長）は、そのような調査を行わないまま、本件所得税等各更

正処分をした。 

       処分行政庁は、同業者の解釈を誤っている。 

    （エ）前回調査では、サブリースの契約形態を前提として不動産所得を計上したところ、そ

のまま承認された。前回調査と本件調査とで、原告所有の不動産の賃貸借契約の契約形

態（サブリース）は全く同じであるから、前回調査ではそのまま承認された不動産所得

が、本件調査では改められることになるというのは著しく不合理である。 

       加えていえば、本件賃貸借契約を否認し、本件所得税等各更正処分のとおり更正する

ことになれば、原告の不動産所得の金額が増加する半面、Ｂ社の売上金額は減少するこ

とになるので、Ｂ社の納税額を減額変更する必要が生じることとなる。なお、原告分及

びＢ社分を合算して再計算（差引計算）すると、両者の納税額の総額は、多少増額する

見込みではあるが、本件賃貸借契約を無理に否認してまでの意味があると理解すること

はできない。 

    イ 本件賃貸借契約は、経済的合理性を欠くものではないこと 

    （ア）最高裁令和４年４月２１日第一小法廷判決・民集７６巻４号４８０頁は、法人税法１

３２条１項に関するものであるが、同項は、所得税法１５７条１項と同趣旨の規定であ

るので、解釈は共通すると解される。そうすると、本件に当てはめれば、本件賃貸借契
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約が経済的合理性を欠くものか否かは、その目的や契約に至った諸事情を総合的に考慮

して判断すべきこととなる。 

    （イ）サブリース（転貸方式）の目的の合理性 

       ａ 一般論 

         一般論としてのサブリースに係る契約を締結する目的は、前記ア（イ）ｂのとお

りである。 

       ｂ 原告にとってのサブリースの合理性（原告が平成２３年当時に多数の物件を所有

していたこと） 

         原告がＢ社との間でサブリースに係る契約を締結するようになったのは平成２３

年であるところ、原告がＢ社との間で、本件賃貸借契約（一括サブリースに係る契

約）に切り換えたのは、平成２４年７月である。その当時、原告は、一棟マンショ

ン２４棟（居室６９５室）、店舗１９戸、駐車場１６７台分等（他に区分マンショ

ン等）の多数の不動産を所有していた。原告は、単なる賃貸マンション等のオーナ

ーではなく、多数の不動産を保有し、同族会社（Ｂ社やＣ社等）で賃貸管理やメン

テナンスを行い、多角的な賃貸経営を行っていた実業家である。 

         原告の所有不動産は戸数が非常に多く、これを物件ごとに管理委託方式で管理業

者に任せることになれば、管理業者のやり方に応じて個別に対応することとなり、

その作業は非常に煩雑となる。また、空室リスク等も避けられず、転貸借関係に係

る訴訟に巻き込まれた場合の負担（以下「訴訟リスク」という。）も見過ごせない

ことから、これらのリスクを回避するため、管理委託方式ではなくサブリース（転

貸方式）を選択することは、原告にとって合理的である。さらに、サブリースを選

択することで、原告の確定申告時の売上集計が簡素化され、申告業務と納税準備が

スムーズに行えることとなり、このことは原告にとって大きなメリットである。 

         なお、原告が平成２４年７月以降にＢ社との間で一括サブリースに係る契約（本

件賃貸借契約）を締結する前は、原告は、原告の所有する物件ごとに、原告がＢ社

との間でサブリースに係る契約を締結し、更にＢ社が外部管理業者と一般管理又は

サブリースに係る契約を締結して管理したり、原告が直接管理業者との間で管理委

託契約を締結したり、原告が直接賃借人に賃貸したり、原告が直接サブリース業者

との間でサブリースに係る契約をしたりしていた。 

         したがって、原告がサブリースを選択することは、目的において強い合理性が認

められ、原告がサブリースの形態を利用することは極めて合理的である。 

       ｃ 原告がＢ社との間で本件賃貸借契約（一括サブリースに係る契約）を締結するこ

との合理性 

         原告がＢ社との間で本件賃貸借契約（一括サブリースに係る契約）を締結したこ

とについては、以下の事情があり、合理性が認められる。 

        （ａ）用途の異なる物件をサブリースの対象とする必要があること 

           原告の所有物件全てを対象として、サブリース会社１社との間で一括して契

約することができれば、サブリースを選択する原告のメリットを最大化できる。

ところが、通常のサブリース会社では、住居や店舗、駐車場といった用途の異

なる物件を対象とせず、また、同じ用途のものでも別棟の複数物件を一括して
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サブリースの対象とすることにも消極的である。そうすると、原告の目的を実

現するためには、同族会社のＢ社との間で、全ての物件を一括してサブリース

の対象とすることが必要になる。 

           なお、Ｂ社は、サブリースした物件について、自主管理することもあるが

（駐車場の一部や区分マンション等）、更にサブリース会社や管理委託会社と

契約するなどして管理することもある。 

        （ｂ）築年数１０年を目途に物件の売却を計画的に進める予定にしていたこと 

           原告は、以前から、デッドクロス現象（例えば、銀行からの借入金を利用し

て賃貸マンションを新築又は購入した場合、借入金の利息の支払は必要経費に

なるが、元金の返済は必要経費にならないところ、築８年から１２年まで頃に

なると、当該マンションの減価償却費が少なくなって必要経費がなくなり、利

益が計上され、所得税等を納付することが必要になる一方、元金の返済は継続

するため、実際には現金が出ていくが、帳簿上は利益が計上されてこれに課税

されてしまうという現象をデッドクロス現象といい、減価償却費の節税効果が

失われる時期（転換点）をデッドクロスという。）への対処のため、新築後１

０年程度経過した物件は計画的に売却していくことを考えていた。 

           実際、原告は、平成２４年から平成２９年にかけて、２４棟の所有マンショ

ンのうち１３棟を売却しており、計画的に物件売却や資産の入替えを行ってい

た。 

           このような過渡期において、原告が自ら物件の賃貸管理等をしながら、同時

に売却処分を行うのは、原告に掛かる負担が大きくなりすぎる。そこで、物件

管理は、同族会社のＢ社（実際にはＢ社の担当社員の丁）を通じて行うことと

し、原告は、売却処分のための物件の選定、仲介業者との協議や売却価額の設

定、購入希望者への対応等に時間と労力を割くことにした。 

           上記の役割分担を明確にする意味で、原告とＢ社との間で一括サブリースに

係る契約（本件賃貸借契約）を締結することは合理的であった。 

           原告は、自己の所有する収益マンションの数が多くなり、管理の煩雑さを軽

減することや、デッドクロスを迎える物件を計画的に処分して原告の資産の入

替えを図り、同時に収益マンションの経営主体をＢ社に移していったのであり、

いわば同族会社を含めた組織再編を行ったのである。 

        （ｃ）本件賃貸借契約（一括サブリース契約）に切り換えた経緯 

          ｉ 原告は、当時、不動産の賃貸経営の主体を原告個人からＢ社に移行させよ

うと考えていたこと 

            原告は、平成２４年から平成２９年にかけて２４棟の所有マンションのう

ち１３棟を売却し（年２棟以上）、計画的に物件売却や資産の入替えをして

いたところ、これは、前記（ｂ）のデッドクロス現象への対処だけでなく、

今後の不動産経営の主体を原告個人から法人であるＢ社に移行させる戦略と

結び付くものであった。 

            すなわち、原告は、平成２３年当時、多数の有料収益物件を保有して経営

的にも安定し、十分な蓄えを有するに至ったところ、今後の事業の展開を考
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えたときに、それまでと同様に個人資産を増大させる方針を継続するか、個

人と法人の事業を切り分けて不動産事業を原告個人からＢ社に移行させてい

くかの分岐点に差し掛かっていると感じていた。そして、原告は、個人とし

て事業拡大を図るのは一旦やめて、不動産事業は法人であるＢ社で行うこと

とし、原告個人としては司法書士業と規模を抑えた資産運用にとどめる方針

にしようと考えたのである。 

            原告は、軌道に乗った個人事業を法人化して経営の合理化を図っていくこ

とは、本来の株式会社制度の趣旨にかなうものであり、不動産収益事業をＢ

社に移行させようと考えた。このような平成２３年当時の原告の戦略は、至

極合理的な発想に基づくものである。 

            また、当時還暦を迎えていた原告が将来的な事業承継等も視野に入れて、

収益事業を法人に移行させるのは賢明な判断であり、組織再編と等価的な戦

略判断であるといえる。 

          ⅱ 原告とＢ社の所有物件の推移 

            実際、平成２３年以降の新規物件購入は、ほとんど全てをＢ社で行い、原

告個人の所有物件は、順次、第三者に売却したり、Ｂ社に譲渡したりするこ

とを進めていった。 

          ⅲ 本件賃貸借契約（一括サブリース）はＢ社に不動産事業を移行させる際の

過渡的な形態であったこと 

            原告は、前記ⅰのとおり、平成２３年頃、不動産事業を原告個人からＢ社

に移行させることを計画し、順次これを進めていったが、原告の所有物件は

３０件（棟）以上あったため、これを一挙にＢ社に移転することはできなか

った。物件それぞれに銀行の担保が設定されており、Ｂ社がこれを購入する

としても、銀行の融資承認を得る必要があったためであった。 

            そこで、原告は、過渡的な対応策として、所有と経営を分離させ、所有は

原告個人、経営はＢ社とすることとし、その手段として選択したのが一括サ

ブリースという本件賃貸借契約の形態であった。原告からすれば、不動産事

業を原告個人から切り分け、Ｂ社に委託したということになる。 

       ｄ 本件賃貸借契約の賃貸料の算定について 

         契約形態としてサブリースを選択するとして、Ｂ社が原告に対して支払う賃貸料

をどういう基準で算定するかは様々な考え方があり得る。原告としては、不動産事

業の主体をＢ社に移行させることが目的であったため、自らが受け取る賃料を多く

受け取ることは考えていなかった。一方、一定の基準は必要であろうと漠然とは考

えていたため、顧問税理士と協議して、本件賃貸借契約の賃貸料の算定の基準とし

て、次のようなものを考えるに至った。すなわち、①本件賃貸借契約の賃貸料は、

原告個人が不動産を取得する際に受けた銀行からの借入れに係る約定弁済額、火災

保険料、固定資産税等の必要資金を下回らない金額とすること、②Ｂ社の対象物件

の賃料収入と原告に支払う賃借料の差額により、Ｂ社の事業運営と経費が賄えるこ

と、③②について、本件賃貸借契約の契約期間中に対象物件の売却があったとして

も、本件賃貸借契約の賃料は減額しないため、売却予定物件の賃料収入を除外して
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も、Ｂ社の事業運営に支障が生じないようにすることという基準である。ここで、

上記③のとおり、対象物件が売却されても賃料が変動しないのであるから、Ｂ社は、

空室リスク等のみならず、売却物件の室料全てを失うリスクを負うことになるし、

また、Ｂ社は、一括サブリースを引き受けることで、賃貸物件の価値が失われない

ように維持管理する責務を負うこととなる。 

         原告は、平成２４年７月以降の一括サブリースに係る賃貸料について、上記基準

を参考にして、①前年（平成２３年）の原告の必要資金（土地購入や建物新築の際

の銀行からの借入れに係る約定弁済額、物件保全のための保険料（火災保険料、施

設賠償責任保険料）及び固定資産税の合計額）の年額は、約２億１５５０万円であ

ったので、これを上回る金額として、月額１８００万円（年額２億１６００万円）

から月額２０００万円（年額２億４０００万円）までの範囲で検討し、月額２００

０万円に設定することとし、②サブリースの対象物件の前年（平成２３年）の賃料

収入は約４億３２５０万円であったので、Ｂ社が原告に支払う賃借料（年額２億４

０００万円）との差額は、約１億９２５０万円となるところ、この金額であれば、

Ｂ社の経費を賄うのに十分であると考えられ、③平成２４年以降に売却を予定して

いた二つの物件の年額賃料は、約３６４０万円であったが、これを差し引いても、

Ｂ社の事業運営や経費の支払に支障は生じないと判断し、平成２４年７月以降の本

件賃貸借契約の賃貸料を月額２０００万円に設定した。 

       ｅ 税理士等と相談するなど手順を尽くして慎重に対応してきたこと 

         原告は、前記のとおり、多数の物件を所有していたことから、空室リスク等や訴

訟リスクを回避し、税務申告への対応等を考え、同族会社のＢ社との間で一括サブ

リース契約を選択した。また、デッドクロス現象への対処として物件の売却を計画

的に進めるためにもＢ社との間で一括サブリース契約を締結して役割分担を明確化

しようと考えた。これは、原告が独自に判断したものではなく、平成２３年当時の

担当税理士（顧問税理士）に相談し、そのアドバイスを受けて行ったものであり、

プロである税理士に相談し、そのアドバイスを受けるという手順を尽くした。原告

は、上記税理士のアドバイスにより、全物件を一括してＢ社との間でサブリース契

約を締結することとし、本件賃貸借契約を締結したのである。 

         また、原告は、前回調査において、調査担当者に対し、本件賃貸借契約を締結し

た事情や目的を説明し、その上で是認通知である前回調査結果通知を受けた。 

         以上のとおり、原告は、手順を尽くして慎重に判断し、税務署にも理解を得たも

のと考えて、本件賃貸借契約を継続してきたのであり、このことは、本件賃貸借契

約の合理性を基礎づける事情として重要である。 

  （４）争点（４）（本件各処分の信義則違反の違法性の有無（前回調査結果通知と本件各更正処

分との関係））について 

   （原告の主張） 

     前回調査において、原告は、平成２３年分及び平成２４年分の所得税、平成２５年分の所

得税等並びに平成２３年課税期間から平成２５年課税期間までの消費税等に関し、接待交際

費及び車両の減価償却費を必要経費とし、本件賃貸借契約のサブリースの契約形態を前提と

して不動産所得の金額を計上したところ、そのまま承認され、その結果、更正決定等をすべ
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きと認められない旨の前回調査結果通知を受けた。このような前回調査結果通知は、処分行

政庁の公的見解の表示といえる。 

     原告は、上記公的見解の表示を信頼し、その後も、同じ方法で、接待交際費及び車両の減

価償却費を必要経費とするとともに不動産所得の金額を計上してきた。 

     納税者である原告は、上記公的見解の表示に反する課税処分により経済的不利益を受けた。

原告が上記公的見解の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて、原告の責に

帰すべき事由はない。 

     したがって、本件各更正処分は、信義則に違反し、取り消されなければならない。 

   （被告の主張） 

     更正決定等をすべきと認められない旨の通知書は、通則法７４条の１１第１項に基づき納

税者に交付されるものではあるが、その意味するところは、当該通知書を交付するときまで

に調査をした結果、当該調査対象年分の申告に対して更正決定等の処分をすべきと認められ

ない旨の見解を表明するものにとどまり、当然のことながら、税務署長が、納税者の今後の

申告に対して同様の措置を保証するものではない。 

     そうすると、このような前回調査結果通知の内容から、平成２３年分及び平成２４年分の

所得税、平成２５年分の所得税等並びに平成２３年課税期間から平成２５年課税期間までの

消費税等について、更正決定等をすべきと認められないという点について信頼が生じるとし

ても、その後の原告の本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等の申告の内容に

ついても、前回調査結果通知の対象年分と同様の措置が執られることが明らかにされている

とまでは読み取ることはできない。また、計算の基礎となった会計処理ないし税務処理の点

についてまで、その正確性や適法性が保証されたと読み取ることもできないのであるから、

これらの点について、およそ税務署長等の責任ある立場にある者の公的見解が示されたとい

うことはできない。 

     したがって、本件各処分は、処分行政庁が表示した公的見解に反するものではなく、信義

則に違反するような事情は認められない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点（１）（本件接待交際費の必要経費該当性の有無及び本件交際費の課税仕入れ該当性の

有無）について 

  （１）必要経費の意義について 

    ア 所得税法３７条１項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金

額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額（いわ

ゆる個別対応の必要経費）及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を

生ずべき業務について生じた費用の額（いわゆる一般対応の必要経費）とする旨規定する。

また、上記の別段の定めとして、同法４５条があるところ、同条１項柱書き及び同項１号

は、家事上の経費（いわゆる家事費）及びこれに関連する経費（いわゆる家事関連費）で

政令で定めるものの額は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所

得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定し、所得税法施行令９６条は、上記の政

令で定める経費は、家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所

得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分するこ
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とができる場合における当該部分に相当する経費（１号）及び青色申告書を提出すること

につき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づ

いて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったこと

が明らかにされる部分の金額に相当する経費（２号）以外の経費とする旨規定する。 

    イ 所得税法は、不動産所得の金額の計算上必要経費の控除を認め（同法２６条２項）、事

業所得の金額の計算上必要経費の控除を認める（同法２７条２項）などし、各所得ごとに

必要経費の控除を認めている。また、同法が必要経費の控除を認めているのは、所得を得

るための支出という投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避けるためであると解される。 

      そうすると、所得税法は、各所得ごとに必要経費の控除を認めているので、必要経費に

当たるか否かは、当該所得の必要経費に当たるかという観点から判断する必要がある。ま

た、課税すべきではない必要経費に係る部分と、そうではない所得の消費支出等に係る部

分との区別を明確に行う必要がある。そして、前記アの家事費及び家事関連費に係る規定

をみても、消費支出である家事費を必要経費に算入することを認めず、家事関連費につい

ては厳格な要件を満たした場合にのみ必要経費に算入することを認めることとしている。 

    ウ 以上のような所得税法及び所得税施行令の規定やその趣旨に照らせば、必要経費に該当

するといえるためには、所得を生ずべき業務と何らかの関連性を有する費用というだけで

は足りず、所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要な

費用であることを要すると解するのが相当である。また、その該当性の判断は、関係者の

主観的判断を基準とするのではなく、当該費用に係る個別具体的な諸事情に即し、社会通

念に従って客観的に判断されるべきであると解するのが相当である。 

  （２）認定事実 

     本件支出に関し、以下の事実が認められる（なお、後記ア及びイ並びにウ（イ）及び（ウ）

の事実は、当事者間に争いがない。）。 

    ア 原告の帳簿書類等に記載された本件支出の内容 

      原告の総勘定元帳（乙３２から３４まで）、原告提出の説明書（甲１２）の添付資料

（「Ｈ２７（又は２８若しくは２９）交際費（元帳抜粋（又は元帳）、Ｌ減算後）」と題す

るもの）（乙４０）及び領収書等の原始記録に記載された本件支出は、平成２７年中が延

べ１４２回（百貨店での支払や政治団体等への支出についてもそれぞれ１回と数えたもの。

以下同じ。）で６０５万９９５２円、平成２８年中が延べ１４１回で５７１万５１１６円、

平成２９年中が延べ１４８回で８２９万０４８９円である。そして、接待交際の相手方と

されている者を基準として区分すると、以下のとおりとなる。 

     ① 相手方の情報のない支出（支出年月日、場所及び金額のみが記載されているもの） 

     ② 相手方の氏名のみ記載されているが、それ以外の情報のない支出（支出年月日、場所

及び金額のほか「祝金」等の目的のみが記載されているもの） 

     ③ 相手方が政治家等である支出（●●党党費、国会議員に係る支出） 

     ④ 相手方が税理士である支出（平成２７年４月７日のお礼） 

     ⑤ 相手方が不動産関係者等取引先であるとされる者である支出 

     ⑥ 相手方が銀行関係者であるとされる者である支出（役職名、所属支店の記載のある場

合がある。） 

    イ 本件調査における本件支出に係る原告の説明 
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      原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、本件支出について、補足説明書等（甲

１０から１４まで、乙３１、３８、３９）において、以下のとおり説明した。 

    （ア）原告は、司法書士業、不動産関連業務、原告が代表取締役を務める不動産関連会社事

業及び地域等への貢献を行っている。原告は、仕事上で縁を持った取引先の銀行の役職

者、各銀行の支店長、証券会社の担当役職者、不動産事業者、建設事業者、税理士、弁

護士及び医療関係者と飲食等の付き合いをして情報交換をし、また、知り合いの政治関

係者等を支援して意見交換し、それらを接待交際費として計上していた。原告の事業規

模からすれば金額的に問題視される筋合いはない。 

       上記の特定の高度な知識や経験を有する者らとの情報交換は、広くいえば、司法書士

としての知見を広め見識を高めるために必要なことであるから、「司法書士業務と直接

関係し、かつ、当該業務の遂行上必要である」と考える。 

    （イ）●●のＩに係る支出は、銀行関係者や取引先関係者等の接待が中心であり、今後の取

引関係や原告の事業を円滑に進めることに大いに役立っている。このうち銀行関係者か

らは、最新の景気動向のほか、直近の融資条件（金利水準等）や各金融機関の状況等を

具体的に知ることができ、今後の資産運用等の見通しを判断する上で欠かせない情報収

集を行っていた。また、不動産関係者からは、所有不動産の管理を確実にしたり、不動

産の売出し情報をいち早く入手したり、所有不動産の売却のタイミングを計るなどの判

断のための情報収集を行っていた。 

    （ウ）本件接待交際費のうち「Ｊ」、「Ｅ」及び「Ｈ」に係る支出で接待交際の相手方が記載

されていないものの多くは、原告●●人を同席者とするものであり、その際の協議内容

は、原告や原告の取引先等が関係する訴訟事件の進捗状況等の打合せが中心であった。 

    ウ Ｂ社の関与税理士、不動産の取得及び銀行借入金 

    （ア）Ｂ社の平成２７年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度ないし課税事業年度、

平成２８年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度ないし課税事業年度及び平成

２９年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度ないし課税事業年度の法人税及び

地方法人税に係る関与税理士は、税理士法人Ｍ会計事務所の戊税理士であり（乙９から

１１まで）、原告の本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等に係る関与税

理士は、戊税理士ないし税理士法人Ｍ会計事務所であった（乙２２から２７まで）。 

    （イ）Ｂ社は、以前から賃貸用不動産を所有していたが、平成２７年に乙から合計４件の不

動産を合計約２６９０万円で取得し、その後、平成２８年に原告から合計１０件の不動

産を合計約８億９７９０万円で取得し、平成２９年に原告から合計４件の不動産を合計

約４億２９１０万円で取得した（乙１０（２５頁から３３頁まで）、乙１１（２４頁か

ら３４頁まで））。 

    （ウ）上記不動産の取得に伴い、Ｂ社の銀行借入金の残高は、平成２７年１２月期の年度末

には約２２億１７００万円であったが、平成２８年１２月期の年度末には約３３億５３

００万円に増加し、平成２９年１２月期の年度末には４２億８２００万円に増加した

（乙９（９頁）、乙１０（３５頁から３７頁まで）、乙１１（３６頁から３９頁まで））。

一方、原告は、司法書士業務に関しては金融機関から資金を借り入れていなかったが、

不動産賃貸業に関しては金融機関から資金を借り入れており、銀行借入金の年末残高は、

平成２７年分が約１８億７５００万円、平成２８年分が約１３億６１００万円、平成２
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９年分が約９億２０００万円と減少していた（乙１２から１４まで、弁論の全趣旨）。 

  （３）検討 

    ア 原告は、前記前提事実（１）のとおり、自ら司法書士業等を営んでいるほか、不動産賃

貸借管理業務等を目的とするＢ社の代表取締役等を務めているため、本件接待交際費が原

告の事業所得又は不動産所得に係る必要経費に該当するといえるためには、原告が自ら営

む司法書士業等との関係で本件接待交際費（本件支出）が必要経費に該当するといえる必

要がある。 

    イ 本件支出のうち前記認定事実アの①から⑥までの分類に係るものについて 

      前記認定事実アのうち、接待交際の①相手方の情報のない支出及び②相手方の氏名のみ

記載されているが、それ以外の情報のない支出については、当該相手方と原告との関係、

当該支出の趣旨や目的が判然としない。したがって、当該接待交際に係る接待交際費は、

原告の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要な費用である

とはいえない。 

      前記認定事実アのうち、接待交際の相手方が③政治家等である支出については、前記認

定事実イの原告の説明を踏まえても、当該接待交際と原告の司法書士業等との直接的な関

連性や、当該業務の遂行上の必要性が判然としない。したがって、当該接待交際に係る接

待交際費は、原告の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要

な費用であるとはいえない。 

      前記認定事実アのうち、接待交際の相手方が④税理士、⑤不動産関係者等取引先及び⑥

銀行関係者である支出については、当該接待交際の趣旨や目的が判然としない面がある上、

前記認定事実ウのとおり、Ｂ社の関与税理士が原告の関与税理士と同一であったこと、Ｂ

社が賃貸用不動産を複数所有し、これを取得するなどしていたこと、Ｂ社が原告の銀行借

入金より多額の銀行借入金を有していたことからすれば、前記認定事実イの原告の説明を

踏まえても、当該接待交際は、原告の司法書士業等に係る接待交際ではなく、Ｂ社の事業

等に係る接待交際であった可能性がある。したがって、当該接待交際に係る接待交際費は、

原告の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要な費用である

とはいえない。そして、仮に、当該接待交際に係る接待交際費について、原告に係る家事

関連費に該当するといえるとしても、当該業務の遂行上必要である部分を明らかに区分す

ることができない。 

      以上によれば、本件接待交際費（本件支出）のうち前記認定事実アの①から⑥までの分

類に係るものについては、原告の事業所得又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入

することはできない。 

    ウ 原告の主張（本件支出のうち原告と原告●●人との会食に関するもの（前記認定事実ア

の①の一部））について 

      原告は、本件訴訟において、本件接待交際費のうち前記認定事実アの①の一部（平成２

７年分の６回、平成２８年分の８回、平成２９年分の９回の会食）は原告と原告●●人と

の会食に関する接待交際費であるとした上で、平成２７年から平成２９年まで当時、原告

●●人が原告から相談、依頼を受けていた案件は、主なもので１１件あったのであり（甲

１５８の①から⑪まで）、そのうち５件は、原告の所有不動産等に直接関わるものであっ

たから、本件接待交際費のうち、原告と原告●●人との会食に関する接待交際費について
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は、必要経費に該当する旨主張する。 

      しかし、証拠（甲１５２から１５８まで）及び弁論の全趣旨によれば、原告と原告●●

人が平成２７年から平成２９年までの間に複数回にわたって会食していたことは認められ

るが、原告の主張を踏まえても、同会食の趣旨や目的が判然としない面がある上、当該会

食は、Ｂ社の事業等に係るものであった可能性がある。したがって、同会食に係る接待交

際費は、原告の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要な費

用であるとはいえない。そして、仮に、当該接待交際に係る接待交際費について、原告に

係る家事関連費であるといえたとしても、当該業務の遂行上必要である部分を明らかに区

分することができない。 

      以上によれば、本件接待交際費のうち、原告と原告●●人との会食に関するものについ

ても、原告の事業所得又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。 

    エ 原告のその余の主張について 

      原告は、前回調査では、接待交際費が必要経費であると認められたにもかかわらず、本

件調査で必要経費と認められないというのは、著しく不合理であると主張する。 

      しかし、前回調査において接待交際費を必要経費とすることが否認されなかったとして

も、それ以降の接待交際費が必要経費として認められることになるとはいえないので、上

記の原告の主張は採用することができない。 

  （４）まとめ 

     以上によれば、本件接待交際費（本件支出）は、所得税法にいう必要経費に該当するとは

いえないから、原告の事業所得及び不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはで

きない。 

     また、本件交際費の支出は、前記（３）と同様の理由から、原告の「事業」としてされた

ものとはいえないから、本件交際費の支出は、消費税法にいう課税仕入れに該当するとはい

えない。したがって、原告の消費税額の計算上、本件交際費の支出に係る消費税額を控除す

ることはできない。 

  ２ 争点（２）（本件減価償却費の必要経費該当性の有無）について 

  （１）原告による本件各車両の使用状況等の説明 

     原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、本件各車両の使用状況等について、補足

説明書等（甲１１から１４まで、乙３８、３９）において、次のとおり説明した（争いのな

い事実）。 

    ア ベントレー（前記前提事実（３）①の車両）は、原告が、●●・奈良などの不動産管理

や物件調査のほか取引先関係への訪問、接待の送迎のために使用している。 

    イ エルグランド（前記前提事実（３）④の車両）は、原告及びＢ社の従業員が、原告及び

Ｂ社が所有する山林を含む物件の管理業務のために使用している。 

    ウ キックス（前記前提事実（３）⑤の車両）、クリッパー２台（前記前提事実（３）⑥及

び⑦の各車両）及びバネット（前記前提事実（３）⑧の車両）は、いずれもＣ社の従業員

が、Ｃ社の業務のために使用している。 

  （２）検討 

     前記（１）の原告の説明を前提として検討するに、ベントレーについては、●●への移動

は、証拠（乙１９から２１まで）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成２４年７月以降、
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Ｂ社に対し、●●の不動産（別表１の順号１７、１９及び２０）を、転貸方式により管理業

務を含めて一括して賃貸していたことが認められることなどから、主にＢ社の事業等に関し

て使用していたものと認められ、奈良への移動は、原告本人の健康診断等を目的としたもの

もあり、これが私的使用に当たることを原告も自認している（乙３８）。また、エルグラン

ドについては、証拠（乙１９から２１まで）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、自己の所

有する複数の不動産を、転貸方式により管理業務を含めて一括してＢ社に賃貸していたこと

が認められることなどから、主にＢ社の事業等に関して使用していたものと認められる。こ

れらのほかに、ベントレー及びエルグランドについては、原告の司法書士業等に関して使用

していた部分もあることがうかがわれるものの、証拠上、同部分を特定することはできない。

したがって、ベントレー及びエルグランドに係る減価償却費は、原告の司法書士業等と直接

的な関連性を有し、かつ、当該業務の遂行上必要な費用であるとはいえない。 

     また、キックス、クリッパー２台及びバネットについては、前記（１）の原告の説明によ

ってもＣ社の業務のために使用していたのであるから、キックス、クリッパー２台及びバネ

ットに係る減価償却費が、原告の司法書士業等と直接的な関連性を有し、かつ、当該業務の

遂行上必要な費用であるとはいえないことは明らかである。 

     以上によれば、本件減価償却費は、前記１（１）の必要経費に該当するとはいえない。そ

して、減価償却費は減価償却資産の減価額を費用としてみるものであるから、言い換えれば、

本件各車両は、所得税法２条１項１９号にいう減価償却資産（不動産所得の基因となり、又

は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき業務の用に供される車両及び運搬具）に該当する

とはいえないこととなる。 

     したがって、本件減価償却費は、原告の事業所得及び不動産所得の金額の計算上必要経費

に算入することはできない。 

  ３ 争点（３）（本件賃貸借契約に係る所得税法１５７条１項適用の可否及び効果）について 

  （１）所得税法１５７条１項にいう「これを認容した場合にはその株主等である居住者又はこれ

と政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認

められるもの」の意義について 

     所得税法１５７条１項は、同項各号に掲げる法人である同族会社等においては、これを支

配する株主等の所得税の負担を不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことに

鑑み、税負担の公平を維持するため、株主等の所得税の負担を不当に減少させる結果となる

と認められる行為又は計算が行われた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直して当該

株主等に係る所得税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものである。このような

規定の趣旨、内容からすれば、同項にいう「これを容認した場合にはその株主等である居住

者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果

となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見

地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、当該株主等

の所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である（以上につき、

最高裁平成１６年７月２０日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号１０７１頁、法人税法１

３２条１項に関する最高裁令和４年４月２１日第一小法廷判決・民集７６巻４号４８０頁参

照）。 

     本件のような株主等を賃貸人とし同族会社等を賃借人とする不動産の賃貸借契約が上記の
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経済的合理性を欠くものか否かについては、当該賃貸借契約の目的、賃貸料の金額や契約の

諸条件を含む当該賃貸借契約の内容等の諸事情を総合的に考慮して判断するのが相当である。

そして、当該賃貸借契約が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、①当該賃貸

借契約が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出し

たり、その賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なものにされたりしているなど、不自

然なものであるかどうか、②税負担の減少以外に当該賃貸借契約を締結することの合理的な

理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当である。 

     そこで、上記を踏まえ、本件賃貸借契約が経済的合理性を欠くものか否かを検討すること

とする。 

  （２）認定事実 

     前記前提事実に加え、後記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

    ア 本件賃貸借契約の締結に至る経緯 

    （ア）原告は、平成２３年以前は、自らが主体となって、自己の所有する不動産を賃貸する

不動産賃貸業を営んでいた。 

       原告は、平成２４年７月の直前においては、当時自己が所有していた別表１の順号１

から２２までの不動産を含む合計２７の不動産（種別は、マンション（１棟又は区分）、

店舗、駐車場、病院又は事務所である。）を賃貸していたところ、一部については、Ｂ

社のほか、Ｎ株式会社、Ｏ株式会社、Ｐ株式会社及びＱ株式会社に不動産管理業務を委

託した上で、第三者に賃貸し（管理委託方式）、それ以外のものについては、賃借人が

転貸することを前提として、Ｂ社のほか、Ｒ株式会社、株式会社Ｓ、Ｔ株式会社、株式

会社Ｕ及び株式会社Ｖに賃貸していた（転貸方式）。 

       賃貸物件である上記不動産のエンド・ユーザー（利用者）の数は、数百に及んだ。 

       上記のとおり管理委託方式における管理委託の相手方や転貸方式における賃借人であ

る不動産業者が複数となっているのは、上記合計２７の対象不動産は、その種別が上記

のとおり様々であり、また、その所在地域が大阪府（大阪市、東大阪市及び守口市）、

兵庫県（神戸市及び尼崎市）、和歌山県と広範囲にわたるところ、その種別や所在地域

により適切な管理を請け負うことができる不動産業者が異なるなどし、合計２７の不動

産を同一の不動産業者に管理等を委ねるのは困難であったためである。 

     （甲１５から９７まで、９８の２、１００から１４２まで、１５９、証人丁） 

    （イ）原告は、平成２４年頃、自己の所有する不動産を賃貸する不動産賃貸業が拡大してき

たこと、そのために原告個人の不動産賃貸業に係る資金管理や収支管理、税務申告等の

事務が煩雑になってきたこと、自らの年齢が高齢になってきたこと等から、当時の顧問

税理士の意見も踏まえた上で、原告個人で営んでいた不動産賃貸業を、法人であるＢ社

に移転することにした。 

       原告は、上記の事業の移転に当たり、前記（ア）の合計２７の不動産（本件不動産）

を一度にＢ社に売却して所有権を移転することも検討したが、そのためには当該不動産

の担保権者である金融機関の承諾を得て担保権を抹消し、金融機関からＢ社への融資を

得て担保権を設定するなどの一連の手続が必要であるところ、金融機関との交渉が難航

する可能性がある上、当該手続のために必要な手数料等の負担を軽視することができな

いことから、一度にＢ社に売却することは困難であると考えた。そこで、原告は、上記
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の事業の移転に当たり、上記不動産（本件不動産）を、一度にではなく、順次、Ｂ社や

第三者に対して売却することを進めることとし、これと並行して、前記の当時の顧問税

理士の意見も踏まえた上で、上記不動産（本件不動産）を一括してサブリースすること

とし、平成２４年７月、Ｂ社との間で本件賃貸借契約を締結した（前記前提事実（２）

参照）。 

       本件賃貸借契約の締結により、原告個人の不動産賃貸業については、賃貸料収入が一

定額となり、安定するとともに、資金管理や収支管理、税務申告や決算に係る事務が簡

素化され、また、不動産賃貸業の収支がＢ社に集中するようになり、原告及びＢ社の不

動産賃貸業の収支が簡明になるなどした。 

       前記の当時の顧問税理士の意見は、上記の事業の移転について一括サブリースという

方法があるところ、一括サブリースをするのであれば、その趣旨に沿って賃貸借契約の

契約期間の途中で対象不動産が売却されても当該契約期間の賃料は固定すべきである、

また、原告（個人）とＢ社（法人）とを一体的に考えれば、不動産所得の総額は変わら

ず、個人又は法人のどちらかが税を負担するかということであって「行って来い」の関

係であるから、税務署も理解してくれるだろうし、問題ないだろう、などというもので

あった。 

     （甲１５から９７まで、１５９、証人丁） 

    （ウ）原告は、前記（イ）のとおり、原告個人が営んでいた不動産賃貸業を整理するととも

に、Ｂ社に事業を移転するため、前記（ア）の合計２７の不動産のうち、平成２４年中

に一つの不動産を第三者に売却し、平成２５年中に三つの不動産を第三者に売却し、平

成２６年中に一つの不動産を第三者に売却し、前記前提事実（２）のとおり、平成２７

年から平成２９年までの間に合計四つの不動産を第三者に売却し、合計九つの不動産を

Ｂ社に売却した。これにより、本件賃貸借契約の目的物である本件不動産の数は、平成

２４年７月当時に合計２７であったのが、平成２９年末には合計９となった。 

       一方、Ｂ社は、平成２４年から平成２９年までの間に、合計１８の賃貸用不動産を第

三者から取得した。 

     （甲１５、乙１８（１頁及び２頁）） 

    （エ）原告が平成２７年から平成２９年までの間に第三者又はＢ社に売却した本件不動産に

ついての、平成２４年当時の転貸料収入に係る年間売上高の概算（１万円未満切り捨て）

及び売却先（かっこ内の記載）は、以下のとおりであった。 

       上記の本件不動産については、本件各年分の本件賃貸借契約の締結時に、売却予定時

期が決まっており予定どおりに売却されたものもあれば、売却時期が決まっていたが実

際の売却時期が予定とは異なることとなったものや、売却予定はなかったにもかかわら

ず当該契約期間中に売却されたものもあった。 

     （乙１９（最終頁）、２０（最終頁）、２１（最終頁）、証人丁、弁論の全趣旨） 

       ａ 平成２７年中の売却物件（別表１の順号２１及び２２）の年間売上高の概算（合

計約２６８４万円） 

         順号２１ 約１８７２万円（第三者） 

         順号２２  約８１２万円（第三者） 

       ｂ 平成２８年中の売却物件（別表１の順号１４から２０まで）の年間売上高の概算
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（合計約８７０６万円） 

         順号１４ 約３５９０万円（Ｂ社） 

         順号１５ 約１０１５万円（Ｂ社） 

         順号１６ 約３４１４万円（Ｂ社） 

         順号１７   約７０万円（Ｂ社） 

         順号１８  約３６０万円（Ｂ社） 

         順号１９   約６０万円（Ｂ社） 

         順号２０  約１９７万円（Ｂ社） 

       ｃ 平成２９年中の売却物件（別表１の順号１０から１３まで）の年間売上高の概算

（合計約７２０６万円） 

         順号１０ 約１６９６万円（Ｂ社） 

         順号１１ 約２３０５万円（Ｂ社） 

         順号１２ 約１５４９万円（第三者） 

         順号１３ 約１６５６万円（第三者） 

    イ 本件賃貸料の額 

      原告は、平成２４年７月当時の本件賃貸借契約の賃貸料の金額として、次の条件を満た

すものとすることにした。すなわち、①本件賃貸借契約の賃貸料は、原告個人が本件不動

産を取得する際に受けた金融機関からの借入れに係る約定弁済額、保険料（火災保険料及

び施設賠償責任保険料）及び固定資産税といった原告個人が負担する必要資金を下回らな

い金額とすること、②Ｂ社において、本件不動産に係る賃貸料（転貸料）収入と原告に支

払う賃借料の差額により、事業運営と経費が賄えること、③②について、本件賃貸借契約

の契約期間中に対象不動産の売却があったとしても、本件賃貸借契約の賃料は減額しない

ため、売却予定物件の賃料収入を除外しても、Ｂ社の事業運営に支障が生じないようにす

ることという条件を満たすものとすることにした。 

      原告は、前記ア（ア）の合計２７の不動産（本件不動産）に係る上記①の必要資金とし

て年間２億１５５０万６３０７円を要することを前提として、平成２４年分の本件賃貸借

契約の賃貸料（本件賃貸料）の額を算定することとし、その結果、月額２０００万円（年

額２億４０００万円）とした。 

      原告は、平成２５年分以降の本件賃貸料の金額については、対象不動産（本件不動産）

の売却の見込みや売却による対象不動産の減少を踏まえつつ、平成２４年分のＢ社転貸料

収入に係る売上高の金額と当該年分のＢ社転貸料収入に係る売上高の見込み額との比率や、

当該年分の本件賃貸料がＢ社転貸料収入に係る売上高の見込み額に占める割合を基に、設

定した。すなわち、原告は、平成２４年分については、Ｂ社転貸料収入に係る売上高を４

億４６３５万２３２１円と算定し、本件賃貸料の上記売上高に占める割合を約５３．８％

と算定した。その上で、平成２５年分及び平成２６年分の本件賃貸料については、上記売

上高の算定が減少したが（平成２５年分が平成２４年分の約９３％、平成２６年分が平成

２４年分の約８２％）、本件賃貸料の金額は月額２０００万円（年額２億４０００万円）

のままで据え置いた。一方、平成２７年分の本件賃貸料については、平成２７年分のＢ社

転貸料収入に係る売上高の見込み額が３億３１６８万８０１４円になり、平成２４年分の

売上高の約７４％になると算定し、本件賃貸料の上記売上高の見込み額に占める割合が約
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５４．３％となる月額１５００万円（年額１億８０００万円）とした。平成２８年分の本

件賃貸料については、平成２８年分のＢ社転貸料収入に係る売上高の見込み額が２億７６

３７万９８６５円になり、平成２４年分の売上高の約６２％になると算定し、本件賃貸料

の上記売上高の見込み額に占める割合が約５２．１％となる月額１２００万円（年額１億

４４００万円）とした。平成２９年分の本件賃貸料については、平成２９年分のＢ社転貸

料収入に係る売上高の見込み額が１億７６０９万６４１０円になり、平成２４年分の売上

高の約３９％になると算定し、本件賃貸料の上記売上高の見込み額に占める割合が約５４．

５％となる月額８００万円（年額９６００万円）とした。 

      原告及びＢ社は、本件賃貸料の金額を決定するに当たり、Ｂ社が負うことになる空室リ

スク等を具体的には計算しなかった。 

      原告の計算によれば、本件賃貸料の実際のＢ社転貸料収入に係る売上高に占める割合は、

平成２４年分が約５３．８％、平成２５年分が約５７．９％、平成２６年分が約６５．

７％、平成２７年分が約５４．７％、平成２８年分が約５９．５％、平成２９年分が５４．

５％となる。 

      被告の計算によれば、本件各年分の本件賃貸料及びＢ社転貸料収入は次のとおりであり、

本件各年分の本件賃貸料のＢ社転貸料収入に占める割合は、平成２７年分が約５４．７％、

平成２８年分が約５９．８％、平成２９年分が約５９．４％となる。 

       平成２７年分 本件賃貸料 １億８０００万円 

              Ｂ社転貸料収入 ３億２８８０万１７９７円 

       平成２８年分 本件賃貸料 １億４４００万円 

              Ｂ社転貸料収入 ２億４０９１万０６７６円 

       平成２９年分 本件賃貸料 ９６００万円 

              Ｂ社転貸料収入 １億６１５１万２３２８円 

    （甲１４３、乙１９（最終頁）、２０（最終頁）、２１（最終頁）、４１から４５まで、証人

丁、弁論の全趣旨。なお、本件各年分の本件賃貸借契約に係る契約書である「サブリース

原賃貸借契約書」（乙１９から２１までの各最終頁を除いたもの）と「サブリース料 再

考について」と題する書面（本件再考書面。乙１９から２１までの各最終頁）は、別の書

面である（乙１８の２頁等参照）。） 

    ウ 本件賃貸借契約の契約書の内容 

      本件賃貸借契約の契約書は、丁がウェブサイトや市販の書籍からサブリース原賃貸借契

約書すなわちマスターリース契約の契約書のひな型を入手し、これを基に、契約当事者

（貸主及び借主）、目的物件、契約期間及び賃料等を本件賃貸借契約に合わせて修正して

作成したものであり、契約条項等の内容は、一般のマスターリース契約の契約書のものと

同様である。 

    （乙１９から２１まで、証人丁、弁論の全趣旨） 

    エ 原告の不動産所得の金額 

      原告の平成２２年分から平成２９年分までの所得税又は所得税等の税務申告（修正申告

を含む。）に係る不動産所得の金額は、以下のとおりである。 

       平成２２年分   ７９７５万９４２９円 

       平成２３年分 １億１１５１万４４７５円 
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       平成２４年分   ８２２３万４２７９円 

       平成２５年分   ４９５７万３８４４円 

       平成２６年分   ６９４１万４３１１円 

       平成２７年分   ４１１２万１３０５円 

       平成２８年分   １１５６万４４５３円 

       平成２９年分    ２８５万８１３１円 

    （甲１４７から１５１まで、乙４６から５１まで） 

  （３）検討 

    ア 本件賃貸借契約の適正な賃貸料について 

    （ア）被告は、本件賃貸借契約においては、Ｂ社が負うことになる空室リスク等を具体的に

検討した上で本件賃貸料の金額が決定されたわけではないことなどから本件賃貸借契約

が実質的に管理委託方式と同視することができることを前提として、Ｂ社転貸料収入の

金額から、本件適正管理料等の金額を控除することにより算定した本件適正賃貸料をも

って、本件賃貸借契約の適正な賃貸料である旨主張しており、この考え方を前提として、

本件適正管理料の算定に必要な比準同業者の抽出の基準においても、不動産賃貸につい

て転貸方式による貸付けを行っていないことや、管理委託料の支払がされていることと

いった基準を設け、管理委託方式を前提とする比準同業者を抽出した上で、本件適正管

理料ひいては本件適正賃貸料を算定している。そして、前記認定事実イのとおり、原告

及びＢ社は、本件各年分の賃貸借契約の締結に際し、Ｂ社が負うことになる空室リスク

等を具体的に計算した上で本件賃貸料の金額を決定したわけではない。 

       しかし、本件賃貸借契約の契約内容についてみると、前記前提事実（２）並びに前記

認定事実イ及びウによれば、本件賃貸借契約は、転貸借を目的とする賃貸借契約であっ

て、当該契約期間中の賃料額が一定とされ、本件不動産の固定資産税等の他に貸主（原

告）が負担すべき費用の特約がないことなどから、契約期間中に対象不動産につき空室

が生じたり、賃料の滞納が生じたり（空室リスク等）、転貸借関係に係る訴訟に巻き込

まれたり（訴訟リスク）した場合の負担については借主であるＢ社が負うことになるの

であり、この点では、一般のマスターリース契約と同様であると認められる。また、そ

の他の契約上の権利義務関係に係る契約条項も、基本的には、一般のマスターリース契

約と異なることはないものと認められる（被告の主張においても、本件賃貸借契約と一

般のマスターリース契約との間の契約内容の相違点について明確な主張はされていな

い。）。そして、上記のとおり、本件賃貸借契約の実際の契約内容が、一般のマスターリ

ース契約と同様であり、空室リスク等を借主（Ｂ社）が負うものとなっている以上、原

告とＢ社は、空室リスク等を負う主体については検討した上で借主（Ｂ社）としたもの

の、本件賃貸借契約の賃料額の算定過程において空室リスク等を具体的には計算せず、

空室リスク等の分析が不十分であったというにとどまるのであって、賃料額の算出過程

において空室リスク等が具体的に計算されていなかったとの一事をもって、翻って借主

（Ｂ社）が実際に空室リスク等を負担していなかったなどと評価することはできず、本

件賃貸借契約を実質的に管理委託方式と同視し得るということもできない。 

       また、前記認定事実ア（ア）によれば、原告は、平成２４年７月以前は、合計２７の

本件不動産について、その種別（マンション（１棟又は区分）、店舗、駐車場、病院又
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は事務所）や所在地域が異なり、同一の不動産業者にその管理等を委ねることが困難で

あるため、複数の不動産業者に分散させる形で管理を委託したり（管理委託方式）、転

貸方式により賃貸したりせざるを得なかったことが認められる。そうすると、本件賃貸

借契約は、原告が、上記のとおり、種別や所在地域の異なる多数の不動産（エンド・ユ

ーザーが数百に及ぶこともあった。）であって、一般的には、同一のサブリース業者に

一括して転貸方式で賃貸することが困難である本件不動産を、一括して転貸方式でＢ社

に賃貸するという特殊性を有するものであった。 

       さらに、前記前提事実（２）並びに前記認定事実ア及びイのとおり、本件賃貸借契約

は、原告が個人で営んでいた不動産賃貸業を法人であるＢ社に対して移転するため、本

件不動産を、順次、Ｂ社や第三者に対して売却することと並行して締結されたものであ

るから、当該契約期間中に複数の対象不動産の売却が当然に想定される状況にあったに

もかかわらず、当該契約期間中に対象不動産が減少しても、事前に本件賃貸料の算定に

当たり一定の考慮をしていたことがうかがわれるとはいえ、当該契約期間中の賃料は減

額されないものとなっているのであって、これにより、平成２７年分から平成２９年分

においては、当該契約期間中に対象不動産の一部がＢ社や第三者に対して売却されるこ

とにより、約２６８４万円ないし約８７０６万円という高額の年間売上高に係る収支が

不確実になるという負担（売却リスク）を借主（Ｂ社）に負わせるという特殊性を有す

るものであった。 

       このように、本件賃貸借契約は、一般的には同一のサブリース業者に一括して転貸方

式で賃貸することが困難な種別の異なる多数の不動産を一括して転貸方式により賃貸す

るものであり、また、空室リスク等のみならず、契約期間中に高額の収益物件である複

数の対象不動産の売却が想定される状況にあったにもかかわらず、対象不動産が売却に

より減少しても当該契約期間中の賃料の額が減額されないことによる負担（売却リスク）

を、賃借人であるＢ社に負わせるものとなっている。 

       以上のような本件賃貸借契約の内容や特殊性に照らせば、本件賃貸借契約については、

その適正な賃貸料を算定するに当たり、管理委託方式と実質的に同視することはできな

いのであって、本件賃貸借契約の適正な賃貸料を算定するに当たり、管理委託方式を基

に算定する方法を採ることについては、その基礎的要件が欠けるというべきである。し

たがって、上記の被告の主張は、その前提を誤っており、採用することができない。 

       そうすると、本件適正賃貸料をもって本件賃貸借契約の適正な賃貸料と認めることは

できず、本件においては、証拠上、本件賃貸借契約の適正な賃貸料の金額は不明である

というほかない。 

    （イ）被告は、前記（ア）で検討した事情以外に、本件賃貸借契約の適正な賃貸料を算定す

るに当たり、本件賃貸借契約が実質的に管理委託方式と同視することができることや、

管理委託方式を前提とする比準同業者を抽出して算定することが合理的であることの理

由として、①Ｂ社の設立目的は、不動産の賃貸借管理業務等であり、不動産賃貸借その

ものを目的としていないこと、②本件賃貸借契約のような転貸方式では、賃借人が得る

転貸料収入と賃借人が賃貸人に支払う賃貸料の差額には、賃借人が行う賃借物の維持管

理費用が含まれており、その限度で管理委託方式における管理手数料と経済的実質が同

一であるということができること、③転貸方式を前提として適正な賃貸料を求めること
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が困難であり、仮にこれが可能であるとしても直ちにその数値の合理性、正確性が担保

されるものではないこと、④本件適正賃貸料の算定に当たっては、本件各年分のＢ社転

貸料収入すなわちＢ社が現実に受領した転貸料収入の実額を基にしており、その金額は

実際の空室状況が反映されたものであり、また、Ｂ社が負担する滞納等のリスクに係る

損失はＢ社負担経費に計上されているから、管理委託方式を基に算定する方法により適

正な賃貸料を算定する方法でも、Ｂ社が被る空室リスク等は既に考慮されていることを

挙げる。 

       この点、①前記前提事実（１）のとおり、Ｂ社は、目的を不動産賃貸借管理業務等と

し、不動産賃貸借そのものを目的とはしていないが、Ｂ社において、原告から賃借した

本件不動産を第三者に転貸（賃貸）することが上記目的の範囲外であるとは直ちにはい

えない上、現にＢ社は本件不動産を第三者に転貸（賃貸）しているのであるから、上記

Ｂ社の目的をもって、本件賃貸借契約の適正な賃貸料を算定するに当たり、本件賃貸借

契約が実質的に管理委託方式と同視することができることの理由とすることはできない。 

       また、②転貸方式において、賃借人が得る転貸料収入と賃借人が賃貸人に支払う賃貸

料の差額には、賃借人が行う賃借物の維持管理費用が含まれていることは、管理委託方

式を基に適正な賃貸料を算定することの前提（必要条件）であるとはいえるが、適正な

賃貸料を算定するに当たり転貸方式を管理委託方式と同視することができる理由（十分

条件）にはならない。そして、本件賃貸借契約において、上記の管理委託方式と同視す

ることができる理由（十分条件）が認められないのは、前記（ア）のとおりである。 

       さらに、③サブリース業が以前より一般的になっている現時点において、転貸方式を

前提として本件賃貸借契約の適正な賃貸料を求めることが困難であるといえるかについ

てそもそも疑問が存する上、転貸方式を前提として本件適正賃貸料を求めることが困難

であり、また、これにより算定された数値の合理性、正確性が担保されないとしても、

このことは、本件賃貸借契約の適正な賃貸料の算定に当たり、本件賃貸借契約が実質的

に管理委託方式と同視することができることや、管理委託方式を前提とする比準同業者

を抽出して算定することが合理的であることの直接の理由とはならない。 

       そして、④被告が主張する管理委託方式を基に適正な賃貸料を算定する方法による場

合、Ｂ社転貸料収入を基に適正な賃貸料を算定することになるから、その金額が実際の

空室状況を反映したものとなることはいわば当然であり、また、Ｂ社が負担する滞納等

のリスクに係る損失がＢ社負担経費に計上されているのであれば、これが控除されるこ

とになるのもまた当然である。しかし、これらの事情は、転貸方式（サブリース）にお

いて、マスターリース契約の賃借人が空室リスク等を負うことからマスターリース契約

の賃料の金額が低く設定され得ることとの関係で、本件賃貸借契約が実質的に管理委託

方式と同視することができず、適正な賃貸料を算定するに当たり管理委託方式を基に算

定する方法を採ることができないのではないかという疑問に答えるものではなく、上記

④の事情は、適正な賃貸料を算定するに当たり、管理委託方式を基に算定する方法を採

ることが合理的であると判断された場合における当該算定方法に係る事情であるから、

論ずべき段階を異にする事情であるといえる。 

       したがって、上記①から④までの事情は、前記（ア）の本件賃貸借契約の内容や特殊

性をも踏まえると、本件賃貸借契約の適正な賃貸料を算定するに当たり、本件賃貸借契
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約が実質的に管理委託方式と同視することができることや、管理委託方式を前提とする

比準同業者を抽出して算定することが合理的であることの理由とはならない。 

       以上によれば、上記の被告の主張を検討しても、前記（ア）の判断は左右されない。 

    イ 本件賃貸借契約の不自然性の有無（前記（１）①参照）について 

    （ア）まず、本件賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なものにされているかを検討す

る。 

       本件賃貸料は、前記認定事実イのとおり、原告の計算によれば、平成２４年分から平

成２９年分までの本件賃貸料の実際のＢ社転貸料収入に係る売上高に占める割合は、約

５３．８％から約６５．７％までの間で推移しており、被告の計算による本件各年分

（平成２７年分から平成２９年分まで）の本件賃貸料及びＢ社転貸料収入の金額を前提

とすれば、平成２７年分から平成２９年分までの本件賃貸料のＢ社転貸料収入に占める

割合は、約５４．７％から約５９．８％までの間で推移している。この割合のみからす

れば、本件賃貸料は適正な賃貸料に比して低額なものにされている可能性があるとはい

える（乙６０、６１等参照）。 

       しかし、前記前提事実（２）並びに前記認定事実ア及びイによれば、本件賃貸借契約

は、①転貸方式（マスターリース契約）であって空室リスク等を借主（Ｂ社）が負担す

るものであることのほか、②一般的には同一のサブリース業者に一括して転貸方式で賃

貸することが困難な、種別（マンション（１棟又は区分）、店舗、駐車場、病院又は事

務所）や所在地域の異なる多数の不動産（エンド・ユーザーが数百にも及ぶことがあっ

た。）を一括してＢ社に賃貸するものであること、③契約期間中に高額の収益物件であ

る複数の対象不動産の売却が想定される状況にあったにもかかわらず、対象不動産の一

部が売却されて対象不動産が減少しても、当該契約期間中の賃料は減額されないことに

よる負担（売却リスク）を借主（Ｂ社）に負わせるものになっていることといった特殊

性を有しており、これらの①から③までの事情はいずれも本件賃貸借契約における賃貸

料の減額要因となり得るものである。 

       また、前記アのとおり、本件賃貸借契約の適正な賃貸料の金額は不明であり、本件賃

貸料と比較すべき適正な賃貸料が判然としないから、そもそも適正な賃貸料と比較して

本件賃貸料が低額であるといえるかさえも判断することができない。 

       さらに、前記認定事実エの原告の不動産所得の金額をみると、前記認定事実ア（イ）

のとおり本件賃貸借契約が締結されるようになったのは平成２４年７月であるところ、

それ以降の不動産所得の金額は減少しているが、同年以降本件賃貸借契約の対象不動産

自体が順次売却されて減少していることから、単純に金額を比較することができない上、

平成２６年分には前年分の平成２５年分の不動産所得の金額を上回るなど、一貫して金

額が減少しているわけではなく、また、平成２４年分から平成２９年分までを通じて、

不動産所得の金額が極めて低額になるとか、マイナスになるなどしておらず、本件賃貸

借契約締結後も原告において数百万円ないし数千万円といった相応の賃貸料収入を得て

いることが認められるのであって、原告の不動産所得の金額の推移からみても、本件賃

貸料が適正な賃貸料と比較して著しく低額であるとはいえない。 

       以上の事情からすれば、本件賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なものにされ

ていると断ずることはできない。 
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       なお、被告が主張する不動産所得の金額は、平成２７年分が１億１４６２万０１３９

円、平成２８年分が５５７０万８４４７円、平成２９年分が３４０５万９３８６円であ

るところ（別紙２「被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性」記載１（１）ア

（イ）、（２）ア（イ）及び（３）ア（イ））、上記の被告が主張する平成２７年分の不動

産所得の金額は、前記認定事実エの原告の不動産所得の金額のうち、本件賃貸借契約が

締結されるようになった平成２４年７月より前の平成２２年分及び平成２３年分の不動

産所得の金額を上回っており、前記認定事実ア（ウ）及び（エ）のとおり平成２４年以

降本件賃貸借契約の対象不動産が順次売却されて減少していた経過をも考慮すると、こ

の点に関する被告の主張は、不自然、不合理な面があることが否めない。 

    （イ）また、前記前提事実（２）並びに前記認定事実ア及びウによれば、本件賃貸借契約の

契約書記載の契約条項等の内容は、一般のマスターリース契約の契約書のものと同様で

ある上、実際に原告はＢ社に対して一括して本件不動産を賃貸していると認められるか

ら、本件賃貸借契約について、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とは

かい離した形式を作出したりしているとはいえない。 

    （ウ）さらに、原告及びＢ社は、同社が負うことになる空室リスク等を具体的に計算した上

で本件賃貸料の金額を決定したわけではなく、その意味では、本件賃貸借契約は、一般

の不動産業者ないしサブリース業者が借主となって締結されるマスターリース契約とは

異なる面がある。この点で、本件賃貸借契約には独立かつ対等で相互に特殊関係のない

当事者間で通常行われる取引とは異なる点があるともいえる。 

       しかし、前記（ア）のとおり、本件賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なもの

にされているとはいえないことに加え、本件賃貸借契約の内容及び特殊性を踏まえると、

上記の点があることをもって、直ちに本件賃貸借契約が不自然、不合理なものであると

いうことはできない。 

    （エ）以上によれば、本件賃貸借契約が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実

態とはかい離した形式を作出したり、その賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額な

ものにされたりしているなど、不自然なものであるということはできない。 

    ウ 税負担の減少以外の本件賃貸借契約を締結することの合理的な理由となる事業目的その

他の事由の有無（前記（１）②参照）について 

      前記認定事実ア（イ）及び（ウ）によれば、本件賃貸借契約の締結に至る経緯には、原

告が、自己の所有する不動産を賃貸する不動産賃貸業が拡大してきたこと、そのために原

告個人の不動産賃貸業に係る資金管理や収支管理、税務申告等の事務が煩雑になってきた

こと、自らの年齢が高齢になってきたこと等から、原告個人で営んでいた不動産賃貸業を、

法人であるＢ社に移転するという事業目的があったものと認められる。そして、実際にも、

本件賃貸借契約の締結により、原告個人の不動産賃貸業については、賃貸料収入が安定す

るとともに、事務が簡素化されるなどしたことが認められ、また、原告は、原告個人が営

んでいた不動産賃貸業を整理するとともに、Ｂ社に事業を移転するため、平成２４年以降、

順次自己の所有する不動産をＢ社又は第三者に売却したり、新たに賃貸用不動産を取得す

る場合には、基本的には、Ｂ社がこれを取得したりしていることが認められる。そうする

と、本件賃貸借契約は、原告が、上記のような不動産賃貸業のＢ社への移転という事業目

的を実現するために、平成２４年以降、自己の所有する不動産をＢ社又は第三者に売却す
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ることと並行して、本件不動産を一括してＢ社に対して転貸方式により賃貸したものと認

められ、このような本件賃貸借契約の目的は合理的なものといえる。 

      なお、原告は、前記認定事実ア（イ）のとおり、当時の顧問税理士が、原告（個人）と

Ｂ社（法人）とを一体的に考えれば、不動産所得の総額は変わらず、個人又は法人のどち

らかが税を負担するかということであって「行って来い」の関係であるから、税務署も理

解してくれるだろうし、問題ないだろうという意見を述べたことを踏まえ、本件賃貸借契

約を締結するに至っており、本件賃貸借契約の締結の目的として原告の所得税の負担の減

少のためという目的があったとしても、それが主たる目的であるとは認められない。 

      以上によれば、税負担の減少以外に本件賃貸借契約を締結することの合理的な理由とな

る事業目的その他の事由が存在するといえる。 

    エ 以上のとおり、本件賃貸借契約の目的、賃貸料の金額や契約の諸条件を含む本件賃貸借

契約の内容等の諸事情を総合的に考慮すれば、被告のその余の主張を検討しても、本件賃

貸借契約は、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合

理性を欠くものとはいえない。 

      したがって、本件賃貸借契約は、所得税法１５７条１項にいう「これを容認した場合に

はその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負

担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないというべきである。 

  （４）まとめ 

     以上によれば、所得税法１５７条１項を適用して、本件各年分の原告の不動産所得に係る

総収入金額について本件適正賃貸料と本件賃貸料との差額を加算して計算した上で、本件各

年分の所得税等に係る原告の総所得金額及び所得税の額を計算することはできない。 

  ４ 争点（４）（本件各処分の信義則違反の違法性の有無（前回調査結果通知と本件各更正処分

との関係））について 

    租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税

者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者

の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければな

らず、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税

者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づい

て行動したところ上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を

受けることになったものかどうか、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づい

て行動したことについて納税者の責に帰すべき事由がないかどうか、という点の考慮が不可

欠であるというべきである（最高裁昭和６２年１０月３０日第三小法廷判決・裁判集民事１

５２号９３頁参照）。 

    東住吉税務署長は、前記前提事実（４）のとおり、平成２７年２月２６日付けで、原告に対

し、国税に関する実地の調査を行った結果、原告の平成２３年分及び平成２４年分の所得税、

平成２５年分の所得税等並びに平成２３年課税期間から平成２５年課税期間までの消費税等

について、更正決定等をすべきと認められない旨の前回調査結果通知をした。前回調査結果

通知は、通則法７４条の１１第１項に基づく通知であるから、東住吉税務署長は、飽くまで、

その時点において、前回調査の対象となった期間及び税目に係る申告について更正決定等を

すべきと認められない旨の見解を表示したものにすぎず、その後の本件各年分の所得税等及
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び本件各課税期間の消費税等に係る申告について更正処分等をすべきと認められない旨の見

解を表示したわけではない。 

    そして、東住吉税務署長は、前記前提事実（５）のとおり、前回調査結果通知の後に、本件

各年分について行った本件調査の結果を踏まえ、本件各処分をしたのである。 

    そうすると、本件各処分は、前回調査結果通知による見解の表示に反する課税処分とはいえ

ず、前記特別の事情が存するとはいえないから、本件各処分が信義則に反して違法であると

はいえない。 

  ５ 本件各処分の適法性について 

  （１）本件所得税等各更正処分及び本件所得税等各賦課決定処分について 

     前記１から４までで説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告の本件各年分の所

得税等に係る総所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税額は、別紙３「原告の本

件各年分の所得税等及び過少申告加算税」記載のとおりとなると認められるから、平成２７

年分については、総所得金額４３８０万５５２５円（同別紙記載１（１）ア）、納付すべき

税額４６０２万７０００円（同別紙記載１（１）タ）、過少申告加算税額５２万１０００円

（同別紙記載１（２））となり、平成２８年分については、総所得金額１６７１万９０６８

円（同別紙記載２（１）ア）、納付すべき税額６４５０万９２００円（同別紙記載２（１）

タ）、過少申告加算税額２４万円（同別紙記載２（２））となり、平成２９年分については、

総所得金額５５３万７７９８円（同別紙記載３（１）ア）、納付すべき税額７２８３万７０

００円（同別紙記載３（１）ト）、過少申告加算税額８万４０００円（同別紙記載３（２））

となる。 

     そうすると、本件所得税等各更正処分は、平成２７年分については総所得金額４３８０万

５５２５円、納付すべき税額４６０２万７０００円を超える部分が、平成２８年分について

は総所得金額１６７１万９０６８円、納付すべき税額６４５０万９２００円を超える部分が、

平成２９年分については総所得金額５５３万７７９８円、納付すべき税額７２８３万７００

０円を超える部分がそれぞれ違法であり、取り消されるべきことになる。 

     また、本件所得税等各賦課決定処分は、平成２７年分については５２万１０００円を超え

る部分が、平成２８年分については２４万円を超える部分が、平成２９年分については８万

４０００円を超える部分がそれぞれ違法であり、取り消されるべきことになる。 

  （２）本件消費税等各更正処分及び本件消費税等各賦課決定処分について 

     前記１及び４で説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告の本件各課税期間の消

費税等に係る納付すべき税額は、別紙２「被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性」記

載１（４）シ（平成２７年課税期間につき１２４４万５４００円）、（５）シ（平成２８年課

税期間につき２４５５万７０００円）及び（６）シ（平成２９年課税期間につき１２９９万

４５００円）のとおりであると認められる。 

     そうすると、上記納付すべき税額は、本件消費税等各更正処分における納付すべき税額

（甲２、４及び６の各１頁の各順号２２の「消費税及び地方消費税税の合計（納付又は還付

△印）税額」の「調査額（更正）」欄記載の金額）と同額であるから、本件消費税等各更正

処分はいずれも適法である。 

     また、本件消費税等各更正処分は適法であるところ、本件消費税等各更正処分に伴って賦

課されるべき過少申告加算税の額は、別紙２「被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性」



45 

 

記載３（４）（平成２７年課税期間につき１万円）、（５）（平成２８年課税期間につき４万２

０００円）及び（６）（平成２９年課税期間につき３万５０００円）のとおりであると認め

られる。 

     そうすると、上記過少申告加算税の額は、本件消費税等各賦課決定処分における過少申告

加算税の額と同額であるから、本件消費税等各賦課決定処分はいずれも適法である。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求は、主文１項から３項までの限度で理由があるからこれを認容し、その

余はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 横田 典子 

   裁判官 田辺 暁志 

   裁判官 立仙 早矢 
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別紙1

関係法令の定め

5
 
ー

10・ 

必要経費

所得税法37条1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑

所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、BIJ段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価そ｀の他当該総収入金額を得るため直接

に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を

• 生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確

定しないものを除＜。．）の額とする旨規定する。

所得税法45条1項柱書きは、居住者が支出し又は納付する同項各号に掲げる

• ものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は

． ． 雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定し、・同項1号は、家
事上の

経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものを掲げる。そして、所得税法施

行令96条柱書きは、 ＇所得税法45条1項1号に規定する政令で定める経費は、

所得税法施行令96条各号に掲げる経費以外の経費とする旨規定し、同条1号は、

家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又

は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明ら

かに区分することができる場合における当該部分に相当する経費を掲げ、．同条2

号は、同条 1号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長

の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記

録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直

接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費を掲げる。 ・

所得税法49条1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却

資産につきその償却費として同法37条の規定によりその者の不動産所得の金額、

15 

20 

• 25 
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事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する

金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる

償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定め

る償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政

令で定めるところにより計算した金額とする旨規定する。そして、所得税法2条

1項19号は、同法において、減価償却資産とは、．不動産所得若しくは雑所得の;.

基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業

務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、エ具、

器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるもの

JO 

.2
 

をいう旨規定する。

同族会社等の行為又は計算の否認等 ． 

．所得税法15 7条 1項柱書きは、税務署長は、同項各号に掲げる法人の行為又 ．

は計算で、．これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定

める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認

16 められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、そ

の行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各

年分の総所得金額及び所得税の額等を計算することができる旨規定し、 ．同項1号 ，

は、法人税法2条、10号に規定する同族会社を掲げる。

3
 

20 

ヽ

25 

仕入れに係る消費税額の控除

消費税法2条1項 12号は、同法において、課税仕入れとは、事業者が、事業

として他の者から資産を譲り受け；若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける

ことをいう旨規定する。 ． 

消費税法（平成27年9月30日以前に行った課税仕入れについては平成27

年法律第9号による改正前のもの、平成27年10月1日以降に行った課税仕入
れについては平成24年法律第68号3条による改正前のもの。以下、本条本項

本号につき同じ。） 30条1項1号は、事業者が国内において行う課税仕入れにつ
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5
 

いては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費
・

税額から、・当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る・消費税額を控

除する旨規定する。

更正決定等をすべきと認められない場合の通知．

国税通則法（以下「通則法」 ．という。） 74条の 11第1項は、税務署長等は：

国税に関する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合

には、納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対

し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知す
・

るものとする旨規定する。

)0 
以 上
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こ
年 月 B 

総 ．所 得 金 額

事稟所得の金顧

内
不動匿所得の金績

訳
給与所得の金額

譲攘所得の金額

・分離娠期顧菖所得 '

平
分離長期譲攘所得

成
上楊株式等繭攘所得

27 
総所得金額に対する税額

年 ヽ

分．
分離鍾翔麟震所得に対する税麟

分離長期麟蒙所得に対する税額

上楊棒式鴫譲●所得に鮒する鬱瓢

復興特別所得税麟

所 ．得税等 の額

所得税嶋の薫泉徽収税額

納付すべき税額

• 過少申告加算税 ．の麟

0 0 0 

”° " o n 
0 0 0 0 0 0 0 

0 . o 
0 o. 

0 ,9 .,., 
0 0 

C: • 0 0. 

課税の経緯

蘊定申告 修正申告 ． 

平成28年3月14日 令和2年4月28日

28,972, 110 31,221,534 

．△24.“4. 121 △22,693,497 

• 41,122,505 41,121,305 

12,910,000 12,910,000 

△J16.274 △116,274 

゜ ゜207,114,679 207, 114, 679 

)9, 655,509 19,665,509 

7,834,400 8,734,400 

゜
．， 

゜31,067,100 31,067, 1.00 

2，出8,250 2. 948,250 
.. 
878,844 . 897,744 

（所得税等）

更正処分等

令和2年l1月5B

113,828,243 

△10,226．碑O

lll, 145,223 

12,910,000 

゜
゜207! 11~. 679 

19,655, 609 

. 45, 348, 85Q 

゜3l.067.100 
• 2,948,250 

1,666,648 

42.7． 28.59 43,647,494 / 81,0~,848 

・2,831, 729 2,831,729 2,831, 729 

• 39,896,800 40,815,700 78,199,100 

一ー／． 2,129,500 

別表2-1

（単位：円）
.. 

審査請求 戴決

•. 

令和3年2月4日 ・令和4年1月21B

全
翻

棄

取
消
し

却
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： 
年 ．月 A 

総 所 得、金 額

事業所得の金額

内
不動産所得の金韻

訳

給与所得の金・頓

分離長翔顧霰所得， 

平
上場株式等麟攘所得

成 上楊株式攀の配当攀所得

28 総所得金額に対する税顧

年 分離長翔麟菖所得に対する税瓢

分
上楊棒式●麟攘所得9こ鯖する税顧

• -
上●繹式●の配tll鱒所得に紺する税●

復異特別所得税額

所得税等の績

所得税彎の壽泉徴収税韻

納 •付すべき税額

過少申告加算税の頓

‘‘’ ＇ 0 0 0 O .o 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 0 

0 0 0 
• 0 、う 0

0 0 ゜o o.  

課税の経 ・緯

． 

蘊定申告 修正申告

平成29年3月14日 令和2年4月認B
．． 

5,418,． 356. 6,938,529 

△15,714,997 △14,192,924 

11．函．祁3 11．組,453

9,667,800 9,~7.000 

412.883.72.9 412,883, 729 

△14,563,869 △14．胚3,869

゜ ゜46.700 147，印0

61,932;“゚ 61,932,450 

゜ ゜．． 
゜ ゜1, 301~562 1,303,687 

63. 280. 712 63,384,037 

（所得税等）

更正処分攀

令和2年11月5日

58,062,162 

△4,414,285 

52,899,447 

• 9,567,000 

412,883,'729 

； 

△14,563,869 

゜. 19,309,600 

61, 93.2, 450 

゜
゜・1,706,083

82, 94.8, 133 

~. 277,894 1,277,894 ・ l, 277,894 

62.002.800 62,106,100 81,670,200 

ー/--— 
1,098,000 

別表2-2

（単位：円）．． 

審査請求 裁決

令和3年2月4日 令和4年1月27日

全
棄

部
取
消

却
し
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別表2-3

課 税 の 経 ・緯 へ（所得税等）

： 肇定申告 • 修正申告 更正処分繍 審査＂求 戴決

年 ・ 月 B 平成3~3月 13B 令和2年月28B 令和2年11月5日 令和3年2月4日 令和4年）月27日

総 所 得 ．金 額 △6,745.7“ ． △5, 553,-4_19 35,785,053 

事婁所得の金額 △17,367,835 △16,176,550 △5,084,333 

内
不動童所得の金額 2,858,131 2,868,131 33,105,386 

訳

給与所得の金額 7,764,000 7,764,000 7, 7紅血

分離短期麟攘所得

•一
853,288 853,288 

， 

分離長期麒●所得 484, 834, 560. 483, 981, 272 483.981.272 

上湯株式響醸攘所得

゜ ゜ ゜平
.. 

上蝙株式攀の配当等所得

゜ ゜ ゜．． 

成
総所得傘額に対する税頓

゜
o・ 9, 8Jl, 600 全

29, 部
棄

分離短期麟攘所得に対する税額一 ゜
255,900 取

年
． 

消 却

分離長鑽麟鍍所得に対する税顧 72,085,350 72,085,350 72,597,150 し

分 .. . 

上楊棟式●麟菫所得1こ蛸する税麟 ， . 0 . ゜
上楊練式●の配轟●所得に鮒する覆麟

゜ ゜ ゜
政党等寄附金響特別控餘 160,000 150,000 150,000 

復興特別所得税額 1,510,642 1、732,807
． ． .. 

1,610,642 

所得税等 の額 73,446,992 73,445,992 84,.24 7. 457 

所得税鱒の薫泉攣収税額 1,457, 74-t 1,457,744 1. 457, 7.“ 

納付すべき税額 71,988,200 71, 988, 200~ 82,789,700 

過少申告加算税の額一 582,500 

（単位：円）
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0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 別表3

゜゚・o ゜
0 0 。，，

゜0 0 ゜e 0 0 
課 税 の ・経 緯 （消費税等）

（巣位： Pl)

；区分 鶴定申告 修正寧告 更正処分彎 審査請求・ 戴決

年‘• 月 a 平成2び印月14B 令和が日月祁a 令和2年11月5B 令和3年2月"13 令和4年1月”El

鰈 税 檬 準 額 • 303,893,000 303.893.ooo 302,851, 000 

平 清 清費税額 19,145，蕊 J9, 145;259 19,079,613 
成 費
27 税 塗餘対彙仕入税顧 即，1118 586.9“ • (41, 164 全
年 鶴 ｀

棄

鰈
納付すぺき清費税● 18,557,300 18,558,300 18,638,400 取

税
鑽

消
輝．

間 消蟷朦税檬準となる•清費税•• 18. 557,300 18,568,300 18.638.、OO し

費方
納付すぺき埠方清費税瓢 5,007,600 6.OO7,700 5.629,400 税

過少寧偕加算税の額 ン ----- 10,000 

・年 • 月 a 平成四隼3月14日 令和碕4月28B 令和2年n月5日 令和坪2月4B 令和4年1月”a

暉 税 標 畢 額 535, 069, 000 6訪．“o.000 635, 0694 000 

平
清 清・ 費 税 額 33:109.u? 33, 7筑 3ヽ7 33.709,37 

成 : ．． 

蕊 控麟対象仕入税額 789,022 787,51, 452,879 金
年 躙＇

、. 棄

鰈
納付すべき清費税額 • 3%. 920, 300 況,921,800 33，磁，400 取

税

g 
渭

細
清地識税薫攣となる構費税• 32.9勾．300 32,921,800 33,256,400 し

費方
納付すべき地方渭費税瓢 8．闘3,200 8,883,600 8,973,900 税

過少傘告加算覆の麟 一一 “9000 

年 月 日 平成叩年3JIUB 令 2年4月四日 令和2年1)月6日． 令和3年2月4日 令和“m月27B． 税 纂 箪 頓 563, 468, 000 “3,,68.'000 • • 563, 468, 000 

平 渭 渭 費 税 ． 35.498.‘“ 35,498,““ 36.,98.4“ 
威 費
四• 税 控鰺鯖象仕入税額 860,628 853,550 575,451 全
年 部

棄

鵬 納付すべき渭費税額 34,637, BOO “.“4.900 u,9公s.000 取
税
翔

・消
輝

間 清地
●税纂準となる消費税額 3.. 637,800 39.“4,900 “923,000 し

費方
納付すぺき埠方溝費我額 9.M6.700 9, 3-t8, 600 9．心3．600 ．税

過少寧告加算税の額 — ン . 35,000 .. 
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別紙2

被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性 ．

5 1・本件各更正処分の根拠

.(1)平成27年分の所得税等

ア

• (•ア）事業所得の金額

10 

総所得金額

上記金額は、次の（ア）から（エ）までの各金額を合計した金額である。 •

△1 O 2 2万6980円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額を控除した

1億 17. 3 0万3159円

・金額である。 1

a
 

総収入金額 1 9 ・2万・5・55 0円

l5 

上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書（乙46) • • 

及び平成27年分所得税青色申告決算書 ．（一般用） （乙47)に記載さ

れた事業所得の総収入金額と同額である。

b
 
必要経費の額

上記金額は、原告の平成2.7年分所得税青色申告決算書（一般用）に

1 2 1 5万2530円 ．

20 

25 

記載された事業所得に係る必要経費の合計額2461万9047円から、

接待交際費の額60 5万99 5 2円及び車両に係る減価償却費の額の一．

部である 640万6565円の各計上を否認し、当該各金額を減算して

算出した金額である。

（イ）不動産所得の金額 • 1億14 6 2万0139円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記 c..

の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。

総収入金額 ． ・2億55 9 0万2950円
a
 上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書及び平成2
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6
 

7年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） ・（乙47)に記載された

不動産所得の総収入金額1億8240万53 1 6 円に本件適~賃貸料(2

億5349万7634円）と本件賃貸料 (1億80 0 0万円）との差額

7349万7.63 4円（別表4の順号⑫の「本件適正賃貸料と本件賃貸

料との差額J欄の「平成27年分」欄参照）を加算して計算した金額であ

る。

b 必要経費の額

10 

c
 

1億41.1 8万28 1.1円

上記金額は、原告の平成27年分所得税青色申告決算書（不動産所得・

用）に記載された不動産所得の必要経費の合計額1億41 1 8万40 I 

1円に、原告が令和2年4月28日に提出した平成27年課税期間の消

費税等の修正申告に係る納付税額である 12 Q. 0・円（乙52)が租税公

課勘定の額に加算されていたことから、この1200円の計上を否認し、

当該金額を減算して算出した金額である。

青色申告特別控除額

.16 

20 

1 0万円

上記金額は、原告の平成27年分所得税青色申告決算書（不動産所得

用）に記載された不動産所得に係る青色申告特別控除額と同額である。

• 1 2 9 1万円（ウ）給与所得の金額

0円

25 

上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された

給与所得の金額と同額である。

（エ）譲渡所得の金額

．上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された

譲渡所得の計算上生じた損失の金額11万6274円について、その損失

の計算の基礎となった資産の譲渡が業務用資産に該当しない生活用動産に

係る譲渡であったことから、所得税法9条1項9号により非課税となるた

め、その計上を否認したものである。

ィ 短期譲渡所得の金額
0円
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上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された短

期譲渡所得の金額と同額である。

長期譲渡所得の金額 ・

.fj 

工

2億07 1 1万4679円 ・
・上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された長

期譲渡所得の金額と同額である。

上場株式等に係る譲渡所得等の金額

上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された上 ・

場株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。

ゥ

1 9 6 5万 5509円

• 2.3 9万 51. 6 2円

上記金額は、、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された所

得控除の額の合計額と同額である。

課税総所得金額 ． 1億14 9 0万7000円

上記金額は、前記アの総所得金額1億 17 3 0万31 5 9円から前記オの

所得控除の額の合計額23‘.9万51 6 2円を控除した金額（ただし、通則法

1 1 8条 1．項により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）．である。

・キ課税短期譲渡所得の金額

才 所得控除の額の合計額

10 

ヵ

1S 

0円

上記金額は、 •前記イの短期譲渡所得の金額0 円と同額である。

2億07 1 1万4000円

20 

ク 課税長期譲渡所得の金額

上記金額は、前記ウの長期譲渡所得の金額2億 07 1 1万4679円につ

vヽて、通則法11 8条1項により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後の金

額である。

ケ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

上記金額は、前記エの上場株式等に係る譲渡所得等の金額19 6 5万55 

1 9 6 5万5000円

25 

• ・ 0 9円について、通則法11.8条1項により 10 0 0円未満の端数を切り捨

てた後の金額である。

コ 課税総所得金額に対する税額 4 6 9 1万21・5 0円
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上記金額は、前記力の課税総所得金額に、所得税法89条1項を適用して

．算出した金額である。

サ 課税短期譲渡所得金額に対する税額

5

.
 

． ス

0円

上記金額は、前記キの課税短期譲渡所得の金額に、租税特別措置法32条'

1 項に規定する税率 ' ( • 1 0 0分の30)を乗じて算出した金額である。

シ 課税長期譲渡所得の金額に対する税額 ' . 3_ 1 0 6万7100円

上記金額は、前記クの課税長期譲渡所得の金額に、租税特別措置法31条

1項に規定する税率（10.0分のI5)を乗じて算出した金額である。

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

10 

上記金額は、前記ケの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に、租税特

別措置法37条の11第1項に規定する税率 (10 0分の 15)を乗じて算

出した金額である。

.2 9 4万8250円

セ 復興特別所得税額

15 

• 1 6 9万9477円

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額809 2万7500円に、

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

関する特別措置法（以下「復興財源確保法」 という。• )1・3条に規定する税

1)を乗じて算出した金額である。・

I • ． 

20 

ソ

率 (1Q 0分の2.

所得税等の源泉徴収税額

上記金額は、原告の平成27年分の所得税等の修正申告書に記載された源

泉徴収税額と同額である。

2 8 3万17 2 9円

夕

25 

納付すべき税額 7 9 7 9万5200円

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額に前記セの税額を加えた金

額から前記ソの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源確保

法24条2項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

(2)平成28年分の所得税等
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6
 

総所得金額 ． ．． ． 6 0 8 6万 116 2円．

上記金額は、次の（ア）から（ウ）までの各金額を合計した金額である。

・（ア）事業所得の金額 ・．・ • • 44 1万4285円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額を控除した

金額である。 ・

463万3_7'45円

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書（乙48) 

及び平成28年分所得税青色申告決算書（一般用） （乙49)に記載さ

れた事業所得の総収入金額と同額である。

a
 

総収入金額

10 b
 

904万8030円

上記金額は、原告の平成28洋分所得税青色申告決算書，（一般用）に •,

記載された事業所得に係る必要経費の合計額1882万6669円から、

接待交際費の額57 l •万 5116 円及び車両に係る減価償却費の額の・一

部である406万3523円の各計上を否認し、当該各金額を減算して

必要経費の額

16 算出した金額である。

（イ）不動産所得の金額 5 5 7,0万8447円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記c

．の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。 ．

a
 

総収入金額 1億 88 1 8万5481円

20 

25 

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の、修正申告書及び平成2

8年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） （乙49)に記載された不

動産所得の総収入金額1億4404万33 8・ 7円に本件適正賃貸料（1

億 8・81 4方2o9 4円）と本件賃貸料 (1億4400万円） との差額

4 4 1 4万2094円（別表4の順号⑫の「本件適正賃貸料と本件賃貸

料との差額」欄の「平成28年分」欄参照）を加算して計算した金額であ

るc
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必要経費の額 • . 1億32 3.7万7034円

上記金額は、原告の平成28年分所得税青色申告決算書（不動産所得，・

用）に記載された不動産所得の必要経費の合計額1億3237万893

5
 

JO 

4円に、原告が令和2年4月28日に提出した平成28年課税期間の消

・費税等の修正申告に係る納付税額である 19 0 0円（乙53)が消費税

等勘定の額に加算されていたことから、この1900円の計上を否認し、

当該金額を減算して算出した金額である。

青色申告特別控除額

上記金額は、原告の平成28年分所得税青色申告決算書（不動産所得

用）に記載された不動産所得に係る青色申告特別控除額と同額である。

9 5 6万7000円 ・

c
 

1 0万円

（ウ）給与所得の金額

ィ

16 

20 

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書に記載された

給与所得の金額と同額である。

長期譲渡所得の金額 • 4億12 8 8万37.2 9円

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書に記載された長

期譲渡所得の金額と同額である。

ウ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 ． △1 4 5 6,万3.86 9円

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書に記載された上

場株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 '

なお、、上記金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損

失の金額であることから、租税特別措置法37条の11第 1ヽ項後段により、．

上場株式等に係る譲渡所得等の金額は0円とみなされる。

工 上場株式等に係る配当所得等の金額

上記金額は、原告の平成 28年分の所得税等の修正申告書に記~された上

湯株式等に係る配当所得等の金額と同額である。

0円

25 

才 所得控除の額の合計額 4 4 8万3944円 ・
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上記金額は、原告の平成2・8 年分の所得税等の修正申告書に記~された所

'得控除の額の合計額と同額である。

課税総所得金額

. 6 

5637万 7000円

上記金額は、前記アの総所得金額60 86万11 6 2円から前記オの所得

控除の額の合計額448万39 4'4円を控除した金額（ただし、通則法1.1 • 

. 8条1項により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

ヵ

キ 課税長期譲渡所得の金額 '4億12 8 8万ao・o o円

上記金額は、前記イの長期譲渡所得の金額4億1288万37 2 9円につ

いて、通則法11 8条1項により 1000円未満の端数を切り捨てた後の金

10 額である。

ク
0円

• 16 • 
， ヶ 0円

コ

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

上記金額は、前記ウのとおり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算

上損失が生じた場合、租税特別措置法3_7条の11第13滋t段により、当該

金額は0 円とみなされることから、 0 円となる。 —

上場株式等に係る課税配当所得等の金額 '. 

上記金額は、前記二の上場株式等に係る配当所得等の金額と同額である。

課税総所得金額に対する税額

上記金額は、前記力の課税総所得金額に、所得税法89条 1項を適用して

2 0 5 7万.36 5 0円

20 サ

算出した金額である。

課税長期譲渡所得の金額に対する税額

上記金額は、前記キの課税長期譲渡所得の金額に、／租税特別措置法31条

1項に規定する税率（10 0分の15)を乗じて算出した金額である。

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

上記金額は、前記クの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に、租税特

・別措置法37条の11第1項に規定する税率 (10 0分の15)を乗じて算

出した金額である。

'6 1 9 3万2450円

．シ 0円

26 
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．．
 

ス 上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

・ 上記金額は、前記ゲの上場株式等に係る課税配当所得等の金額に、租税特

別措量法8条の4第1項に規定する税率（10 0分の 1,5)を乗じて算出し

た金額である。

セ 復興特別所得税額

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額8250万 •6 1 0 0円に、

1 7• 3 万 2628 円

｀復興財源確保法13条に規定する税率 (10 0分の2.1.)を乗じて算出し ・

JO 

た金額である。

ソ 所得税等の源泉徴収税額 ， 1 2 7万7894円

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書に記載された源

泉徴収税額と同額である。

夕 ＼納付すべき税額 8296万0800円

．．  
15 

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額に前記セの税額を加えた金

額から前記ソの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源確保

法24条2項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

(3)平成29年分の所得税等

ア 総所得金額 3 6 7 3万9053円．

上記金額は、次の（ア）から（ウ）までの各金額を合計した金額である。

△508万4333円

20 

（ア）事業所得の金額

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額を控除した

金額である。' '' 

a 総収入金額 ＇ ． •. 360万04 8 6円・

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書（乙50) 

25 

b
 

及び平成2・9年分所得税青色申告決算書（一般用）

れた事業所得の総収入金額と同額である。

必要経費の額

（乙5.1)に記載さ

86 8万48 1 9円
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6
 

上記金額は、原告の平成29年分所得税青色申告決算書（一般用）に

記載された事業所得に係る必要経費の合計額19 7 7万6036円から、

接待交際費の額829万0489円及び車両に係る減価償却費の額の一

部である 280万07 2.8円の各計上を否詔し、当該各金額を減算して

算出した金額である。 ． 

（イ）不動産所得の金額

． 上記金額は、 ・下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記c

の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。・

3405万93. 8 6円

a
 

lO 

1億2793万39.2 2円，

J::記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書及び平成2

9年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） （乙51)に記載された

不動産所得の総収入金額9-67 3万2667円に本件適正賃貸料 (1億

総収入金額

15 

との差額3,12 

・o万12 5 5円（別表4の順号⑫の「本件適正賃貸料と本件賃貸料との

差額」欄の「平成29年分」欄参照）を加算して計算した金額である。

2 72 0万12 5 5円）と本件賃貸料（9600万円）

b
 
必要経費の額

c
 

• 9 3 7 7万4536円

．上記金額は、原告の平成29年分所得税青色申告決算書（不動産所得

用）に記載された不動産所得の必要経費の合計額と同額である。

青色申告特別控除額 • • 1 0万円

20 上記金額は、原告の平成29年分所得税青色申告決算書（不動産所得

用•)に記載された不動産所得に係る青色申告特別控除額と同額である。

（ウ）給与所得の金額 . . . 7 7,6万4o o o・円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された

25 ィ

給与所得の金額と同額である。

短期譲渡所得の金額 ， 8 5万32 8 8円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された短
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期譲渡所得の金額と同額である。

長期譲渡所得の金額 ． 4億8.39 8万 12 7 2円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された長

期譲渡所得の金額4億9.3.9 8万12 7 2円から租税特別措置法35条の2

s
 

．． ：第 1項に規定する特別控除額1000万円を差し引いた金額である。

'工上場株式等に係る譲渡所得等の金額 ・

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された上

場株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 • 

上場株式等に係る配当所得等の金額 ． ． 0円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された上

場株式等に係る配当所得等の金額と同額である。

所得控除の額の合計額

上記金額は、原告の平成2.9・年分の所得税等の修正申告書に記載された所

0円

才

10 

ヵ
・4 2 6万55 2 2円

I.5 キ

得控除の額の合計額と同額である。

課税総所得金額 ， 3247万3000円

上記の金額は、前記アの総所得金額36 7・3万90 5,3円から前記力の所

得控除の額の合計額42.6万5522円を控除した金額（ただし、通則法1 ‘

1 8条1項により 1000円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

ク 8 5万3o・o o円

. 20 

課税短期譲渡所得の金額 ・

上記金額は、前記イの短期譲渡所得の金額85万32 8 8円について、通

則法 11 8条1項により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

ケ ．課税長期譲渡所得の金額 4億83‘98万10 0 0円

上記金額は、前記ウの長期譲渡所得の金額4億 8398万12 7 2円につ

いて、通則法 11 8条1項により 1,oO 0円未満の端数を切り捨てた後の金

25 

コ

額である。

上場株式等に孫る課税譲渡所得等の金額 0円
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上記金額は、前記エの上場株式等に係る譲渡所得等の金額と同甜iである。 •

上場株式等に係る課税配当所得等の金額 ・ ・

上記金額は、 ・前記オの上場株式等に係る配当所得等の金額と同囃iである。 •

課税総所得金額に対する税額 • 1 0 1 9万 3200円

上記金額は、前記キの課税総所得金額に、所得税法89条1項を適用
して

算出した金額である。 ‘

ス 課税短期譲渡所得金額に対する税額

上記金額は、前記クの課税短期譲渡所得の金額に、租税特別措-~3 2条

• 1項に規定する税率（10 0分の30)・を乗じて算出した金額である。

課税長期譲渡所得金額に対する税額 ・

サ
0円

シ

5
 

2 5万 5900円

10 セ

ソ

15 

7259万71 5.0円

上記金額は、前記ケの課税長期譲渡所得の金額に、租税特別措
置法31条

1項に規定する税率 (10 0分の15)を乗じて算出した金額であ
る。

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ' 0円

上記金額は、前記コの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
に、租税特

別措置法37,条の11第1項に規定する税率(、100分の15)を乗じて算

・出した金額である。

上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

上記金額は、前記サの上場株式等に係る課税配当所得等の金額
に、租税特

別措置法8条の4第1項に規定する税率 (10 0分の15)を乗じ
て算出し

た金額である。

チ 政党等寄付金等特別控除の額

夕
0円 ．

20 

1 5万円

ツ

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載さ
れた政

党等寄付金等特別控除の額と同額である。 ． 

復興特別所得税額 1 7 4万0821円

25 上記金額は、前記シから夕までの税額の合計額8304万62 5
 0円から

前記チの政党等寄付金等特別控除の額15万円を控除した税額8
2 8 9万6
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5
 

250円に、復興財源確保法13条に規定する税率 (IO 0分の2.

乗じて算出した金額である。 ． ． 

所得税等の源泉徴収税額 ． ・ 145万 7744円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書に記載された源

泉徴収税額の合計額と同額である。

納付すべき税額

10 

8 3 1 7万 9300円

上記金額は、前記シから夕までの税額の合計額から前記チの政党等寄付金

等特別控除の額を控除した税額8289万62 5 0円に前記ツの税額を加え ・

・た金額力そら前記テの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源

確保法24条2項により 1・00円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

. (4)平成27年課税期間の消費税等

卜

ア 3億0285万1000円 ．

上記金額は、原告の平成2・7年課税期間の消費税等の修正申告書（乙52) 

課税標準額

16 

に記載された課税売上高3億03 8 9・万30 6 8円から、原告が平成27年

に譲渡した車両の譲渡対価11 2万5230円に係る課税売上高 104万1

879円について、当該車両が業務用資産に該当しない生活用動産に係る譲

20 

渡であったことから、当該車両の譲渡等に係る課税売上高を申告する必要が

なしヽとして、その金額を減算した金額（ただし、通則法11 3条1項により
1 o.o 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 ' 

ィ 課税標準額に対する消費税額

上記金額は、前記アの金額に消費税法（平成27年9月30日以前に行っ

た資産の該渡等及び課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正

1 9 0 7万961 3円

25 

前のもの、平成27年10月1日以降に行った資産の譲渡等及び課税仕入れ

については平成24年法律第68号3条による改正前のもの。以下、本条に

つき同じ。） ・29・条に規定する税率（10 0分の6. 3)を乗じた金額であ ..

る。
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ウ・課税仕入れに係る支払対価の額 ・1 7 9 8万 34 ・7 1・円

6
 

上記金額は、原告の平成27年課税期間の消費税等の修正申告書に記載さ

れた課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 2・3 8 7,万84 2 3円から、

原告の所得税等の修正申告の基礎となった接待交際費の額605万 99 5 2 

円のうち消費税の非課税取引に該当する金額16万 5000 円を~除した金

額である 589万4952円について原告の消費税等に係る課税仕入れに該

，当くしないことから、その計上を否認し、当該金額を減算して算出した金額で

ある（別表5-1)。

課税仕入れに係る消費税額

上記金額は、前記ウの金額に、消費税法29条及び地方税法（平成27年

9月30日以前の地方消費税の税率については平成27年法律第 2号による

改正前のもの、平成27年10月1日以後の地方消費税の税率にて）いては平

，成24年法律第69号2条による改正前のもの。以下、本条につき同じ。）

72条の83に基づき、

控除対象仕入税額

ェ ．．．． 1 0 4万 9035円

'10  

l 5 

． 
牙

1 0 8分の6..3 の税率を乗じた金額である~ .

44万 11 6 4円

上記金額は、平成27年課税期間における課税売上割合が95％に満たな

いため、消費税法30条2項に基づき、前記工の金額に課税売上割合42. 

0543379％を乗じた金額である。

20 

なお、上記課税売上割合は、前記アの課税標準額の基礎となった課税売上

高3億0285万11 8 9 円を課税資産の譲渡等の対価の額とし、 • 原告が平 ＇

成27年課税期間の消費税等の修正申告書において非課税売上額とした4億

1 7 2 9万i378円に上記謀税売上高3億0285万11 8 9円を加算し

た 7億 20 1'4万25 6 7円を資産の譲渡等の対価の額として算定した割合

（別表5-1)。である． 

25 力 納付すべき消費税額

上記金額は、前記イの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、

1 8 6 3万8400円
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通則法11 9条の1項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）で

キ

5
 

ある•°
中間納付税額 ． ． .... 8. 8 3万 770. 0円 ・

上記金額は、原告の平成27年課税期間の消費税等の修正申告書に記載さ

れた中間納付税額と同額である。

980万0700円

上記金額は、前記力の金額から前記キの金額を差し引いた後の金額である。

ケ納付すべき譲渡割額 ． 

上記金額は、地方消費税の課税標準である前記力の金額に、地方税法72・ 

条の83に規定する税率 (63分のl.7) を乗じた金額(t~だし、地方税法

'20条の4の2第3項により 1.00円未満の端数を切り捨てた後のもの）で

ク 差引納付すべき消費税額

502万9400円

JO 

ある。

コ

16 

サ

シ

中間納付譲渡割額 ． 238万4700円

上記金額は、原告の平成2.7年課税期間の消費税等の修正申告書に記載さ

れた中間納付譲渡割額と同額である。

差引納付すべき譲渡割額 264万4700円

上記金額は、前記ケの金額から前記コの金額を差し引いた後の金額である。

差引納付すべき消費税等の合計税額 1 244万5400円

20 

上記金額は、前記クの金額と前記サの金額との合計金額である。

(5)平成28年課税期間の消費税等

ア

ィ

25 

課税標準額 • 5億35 06万9000円

上記金額は、原告の平成28年課税期間の消費税等の修正申告書（乙53) 

に記載された課税標準額と同額である。

課税標準額に対する消費税額 33 7 0万93 4 7円

上記金額は、前記アの金額に消費税法29条に規定する税率 (1bo分の

3)を乗じた金額であり、原告の平成28年課税期間の消費税等の修正• . 6.• 
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申告書に記載された消費税額と同額である。

ウ 課税仕入れに係る支払対価の額 8 5 1万98, 5 8円

上記金額は、． 原告の平成 28年課税期間の消費税等の修正申告~に記載さ

れた課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 14・2 3万49 7 4円から、

5 原告の所得税等の修正申告の基礎となった接待交際費の額57 1万51 1 6 

・円について原告の消費税等に係る課税仕入れに該当しないことから、その計

上を否認し、当該金額を減算して算出した金額である（別表5-2)。

なお、上記の課税仕入れに係る支払対価の額のうち、課税資産の譲渡等に

のみ要するものの額は685方9400円であり、課税資産の譲渡等とその

JO 他の資産の譲渡等に共通して要するものの額は16 6万0458円である。

工 課税仕入れに係る消費税額 • . • 4 9万69 9 1円 ．

上記金額は、前記ウの金額に、消費税法29条及び地方税法72条の83 

に基づき、1'08分の6. 3の税率を乗じた金額である。

なお、上記の課税仕入れに係る消費税額のうち、課税資産の譲~等にのみ

16 要するものの額は40万01 3 1円であり、課税資産の譲渡等とその他の資

産の譲渡等に共通して要するものの額は9万6860円である（別表 5-2)。

オ控除対象仕入税額 ・・ • • ' 4 5万2879円

上記金額は、平成28年課税期間における課税売上割合が95％に満たな

いため、消費税法30条2項に基づき、前記エの金額のうちの課税資産の譲

20 渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税の額40万01 3 1円に、課税資

産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに係・る消費

税の額9万6860円に課税売上割合54. 458981％を乗じた金額5

万2748円を加算した金額である。

26 

なお、上記課税売上割合は、前記アの課税標準額の基礎となった課税売上

高5億 3506万99 9 3円を課税資産の譲渡等の対価の額とし、その課税

資産の譲渡等の対価の額に原告が平成28年課税期間の消費税等の修正申告
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書において非課税売上額とした4億47 4.4万9296円を加算した金額9

億82 5 1万9289円を資産の譲渡等の対価の額として算定した割合であ

る

力

（別表5-2)。

納付すべき消費税額 3 3 2 5万 6400円

5
 

上記金額は、前記イの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、

通則法 119条の 1項により 1o o_円未満の端数を切り捨てた後のもの）で・

ある。

キ 中間納付税額

10 

.. 

• 1 3 9 1万 7900円

上記金額は、原告の平成28年課税期間の消費税等の修正申告~に記載さ

れた中間納付税額と同額である。 ． 

ク・差引納付すべき消費税額

ケ

1 9 3 3万85 0. 0円

上記金額は、前記力の金額から前記キの金額を差し引いた後の金額である。

897万3900円納付すべき麒渡割額

15 

上記金額は、 地方消費税の課税標準である前記力の金額に、地~ 2 

地方税法条の83に規定する税率 (63分の 17)を乗じた金額 ，（ただし、

20条の 4 の 2•第 3 項により 1 0 0円未漬の端数を切り捨てた後のもの）で

コ

20 

ある。

中間納付譲渡割額 ． 3 7 5万5400円

上記金額は、原告の平成 28年課税期間の消費税等の修正申告~に記載さ

れた中間納付譲渡割額と同額である。・

差引納付すべき譲渡割額

上記金額は、前記ケの金額から前記コの金額を差し引いた後の金額である。

シ 差引納付すべき消費税等の合計税額 2455万 7.00 0円

上記金額は、前記クの金額と前記サの金額との合計金額である・o

25 (6)平成29年課税期間の消費税等

サ 5 2 1万8500円

ア 課税標準額 ， 5億6346万8000円
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3549万84 8 4円

5
 

上記金額は、原告の平成29年課税期間の消費税等の修正申告書：（乙54) 

に記載された課税標準額と同額である。・

イ課税標準額に対する消費税額

上記金額は、前記アの金額に消費税法29条に規定する税率 (10 0分の

3)を乗じた金額であり、原告の平成29年課税期間の消費税等の修正 '6. 

申告書に記載された消費税額と同額である。

ウ 課税仕入れに係る支払対価の額 ．． 

上記金額は、原告の平成29年課税期間の消費税等の修正申告書に記載さ

1 5 9 2・万9417円

10 

れた課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 2412万79・0 6円から、

原告の所得税等の修正申告の基礎となった接待交際費の額829万 0489

円のうち消費税の非課税取引に該当する金額9万2000円を控除し・た金額

である 81 9万84 8 9円について原告の消費税等に係る課税仕入れに該当

．．しないことから、その計上を否認し、当該金額念減算して算出した金額であ

る（別表5-3)。

15 . なお、・上記の課税仕入れに係る支払対価の額のうち、課税資産の譲渡等に

のみ要するものの額は55 7万96 0.0円、その他の資産の譲渡等にのみ要

するものの額は29 8万0400円、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲

コ

・zo ・ 

渡等に共通して要するものの額は73 6万94 1 7円である。

課税仕入れに係る消費税額 92万92 1 5円

・上記金額は、前記ウの金額に、消費税法29条及び地方税法7.2条の83

に基づき、 108分の6・. 3の税率を乗じた金額である。

なお、上記の課税仕入れに係る消費税額のうち、課税資産の譲渡等にのみ

要するものの額は32万5476円であり、課税資産の譲渡等とその他の資

産の譲渡等に共通して要するものの額は42万98 8 2円である（別表5-

25 

才

3)。

控除対象仕入税額 5 7万54 5 1円
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上記金額は、平成29年課税期間における課税売上割合が95％に満たな

いため、消費税法30条2項に基づき、前記工の金額のうちの課税資産の譲

渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税の額32万54. 7 6円に、課税資

産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに係る消費

1499031％を乗じた金税の額42万98 82円に課税売上割合58. 

額2.4万9975円を加算した金額である。

なお、上記課税売上割合は、・前記アの課税標準額の基礎となった課税売上

高5億6346万85 1 8円を課税資産の譲渡等の対価の額とし、その課税 ．

資産の譲渡等の対価の額に原告が平成29年課税期間の消費税等の修正申告

10 書において非課税売上額とした4億0552万4528円を加算した金額9

億6899万3046円を資産の譲渡等の対価の額として算定した割合であ

る（別表5-3)。

ヵ 納付すべき消費税額

上記金額は、前記イの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、 ・

通則法1199条の1項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）で

3492万3000円

15 

ある。

キ 中間納付税額

20 ク

, 2469万円

上記金額は、原告の平成29年課税期間の消費税等の修正申告書に記載さ

れた中間納付税額と同額である。

差引納付すべき消費税額

上記金額は、前記力の金額から前記キの金額を差し引いた後の金額である。

. 9 4・2万3600円

1 0 ・2 3万3o・o o円

ケ

25 

納付すべき譲渡割額 ． ・

上記金額は、地方消費税の課税標準である前記力の金額に、地方税法 •72

条の83に規定する税率 (63分のI7)・を乗じた金額（ただじ、地方税法

20条の4の2第3項により IO0円未満の端数を切り捨てた後のもの）で

ある。
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．． コ 中間納付譲渡割額 • 6 6 6万 2100円

上記金額は、原告の平成 29年課税期間の消費税等の修正申告~に記載さ

れた中間納付譲渡割額と同額である。・

サ 2 7 6万 15 0.0円

6.・

シ

2
 

差引納付すべき譲渡割額

上記金額は、前記ケの金額から前記コの金額を差し引いた後の金甜iである。

差引納付すべき消費税等の合計税額， ・ 1 2 9 9万4500円

上記金額は、前記クの金額と前記サの金額との合計金額である。

本件各更正処分の適法性について • 

10 

)5 

(1)本件所得税等各更正処分について

・被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の所得税等の斜紺・すべき

税額は：平成27年分の79 7 9万5200円（前記1•(1) 夕）、平成 28

年分の8296万08 090円（前記1_(2)夕）及び平成29年分の83 1 7 

万9300円 ，（前記1,(3) 卜）であるところ、これらの額は、本件所得税等

各更正処分における原告の納付すべき税額（甲1の18頁、甲 3の17頁及び

甲5の18頁の各順号＠の「所得税及び復興特別所得税の申告納税萄i」の「更

正後の額」欄記載の金額。別表2-1から 2-3までの各「更正処分等」の「納

付すべき税額」．欄記載の金額）をいずれも上回るから、本件所得税等各更正処

分はいずれも適法である。

20 . 

(2)本件消費税等各更正処分について

被告が本件において主張する原告の本件各謀税期間に係る消費税等の納付す

べき税額は、平成27年課税期間の1244万54,0 0円（前記1(4)シ）、

平成28年課税期間の2455万7000円（前記1 (5)シ）及び平成29

年課税期間の 12 9 9万4500円（前記1 (6)シ）であるところ、これら

の額は、本件消費税等各更正処分における原告の納付すべき税額（甲2、

・び6の各 1頁の各順号22 の「消費税及び地方消費税税の合計（納付•又は還付

4及

25 

△印）税額」の「調査額（更正）」欄記載の金額）といずれも同額であるから、
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本件消費税等各更正処分はいずれも適法である。

本件各賦課決定処分の根拠

前記2のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、原告に課され

る過少申告加算税の額は、次のとおりである。

(1)平成27年分の所得税等の過少申告加算税の額 220万9000円

上記金額は、次のアの金額からイの金額を減算した金額である。 ・

ア．

JO. 

通則法（平成28年12月31日以前に法定申告期限が到来する国税につ

いては、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下、本条本項につ

き同じ。） 65条1項に規定する過少申告加算税の額 389万70 0.0円

・上記金額は、原告が平成27年分の所得税等について新たに納付すぺきこ

(1)夕の納付すべき税額7ととなった税額389 7万9‘50 0円（前記1

9 7 9万5200円から原告の平成27年分の所得税等の修正申告書（乙4・.

15 

.6)に記載された納付税額40 8 1万57 0 0 円を減算した金額）につき~ .

復興財源確保法24条6項及び通則法11 8条3項により1万円未満の端数

を切り捨てた後の金額38 9 7万円に、 10 0分の10の割合を乗じて算出

した金額である。

ィ 内国税の適正な課税の確保を図るための
国外送金等に係る調書の提出等に

関する法律（令和2年法律第8号による改正前のもの。以下「国外送金等調

書法」 という。） 6条の3第1項、 6条1項による減算額．

20 

25 
．． 

1 6 8万8000円

上記金額は、過少申告加算税の計算の基礎となるべき税額である前記アの

3 8 9 7万9500円から、原告の総所得金額について本件適正賃貸料に引

き直すことなく本件各処分がされたものとした場合の納付すべき税額と修正

申告に係る納付すべき税額との差額52・1万130 0円（甲 1の20頁の順 ．

号⑳の・「増差税額」の「G」襴の金額）を控除した後の金額33 7 6万 82 

00円につき、復興財源確保法24条6項及び通則法11 8条3項により 1
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万円未満の端数を切り捨てた後の金額33 7 6万円に、．1 0 0分の5の割合

'1 1 6万 2500円

5 ヽ

JO. 

を乗じて算出した金額である．0 • 

(2)平成28年分の所得税等の過少申告加算税の額

上記金額は、次のアの金額からイの金額を減算した金額である。

通則法65条 1項に規定する過少申告加算税の‘額 208万5o0 0円

上記金額は、原告が平成28 年分の所得税等i•こついて新たに納付すべきこ

．ととなった税額2085万41・0 0円（前記1 (2)夕の納付すぺき税額8

296万0800円から原告の平成28年分の所得税等の修正申告書（乙4

8)に記載された納付税額62 1 0万6100円を減算した金額）につき、

復興財源確保法24条6項及び通則法1.1・8条3項により 1万円未満の端数

を切り捨てた後の金額2085万円に、 10 0分の10の割合を乗じて算出

ア

した金額である。

イ 国外送金等覇書法6条の3第1項、 6条1項による減算額

9 2万2500円

15 上記金額は、過少申告加算税の計算の基礎となるべき税額である前記アの

2°085万4700円から、原告の総所得金額について本件適正賃貸料に引

き直すことなく本件各処分がされたものとした場合の納付ずべき税額と修正

20 

申告に係る納付すべき税額との差額240万31 0 0円（甲 3の20頁の順

号⑳の「増差税額」の「C」欄の金額）を控除した後の金額1845万16 

00円につき、復興財源確保法24条6項及び通則法11 8条3項により 1

万円未満の端数を切り捨てた後の金額18 4 5万円に、 1 0 0分の5の割合

を乗じて算出した金額である。

(3)平成29年分の所得税等の過少申告加算税の額 60万2000円

上記金額は、次のアの金額からイの金額を減算した金額である。

25 ア ・通則法65条 1項に規定する過少申告加算税の額 1 1 1万9000円

上記金額は、原告が平成29年分の所得税等について新たに納付すべきこ ．



74 

 

 

  

...,  n 

o o o o o • 

o o o o o o o • 
.• 

0 0 
0 0 
n O .. 
0 0 ,, 

^。 °
• -, O 0 

トの納付すぺき税額8

5
 

ととなった税額11 1 9万11 0 ~円（前記 91 (3) 

3 1 7万9300円から原告の平成29年分の所得税等の修正申告書（乙5

0)に記載された納付税額719,8万82 0 0円を減算した金額）につき
、

復興財源礁保法24条6項及び通則法11 8条3項により1万円未満の端
数

を切り捨てた後の金額11 1 9万円に、 1 0 0分の10の割合を乗じて算出

した金額である。

イ 国外送金等調書法6条の3第1項、 6条1項による減
算額

5 1万7000円

10 

上記金額は、過少申告加算税の計算の基礎となるべき税額である前記ア
の

1 ・1 1 _9万11 6 0円から、原告の総所得金額について本件適正賃貸料に引

き直すことなく本件各処分がされたものとした場合の納付すべき税額と
修正

申告に係る納付すべき税額との差額84.万88oo円（甲 5の21頁の順号

⑳の「増差税額」の「G」欄の金額）．を控除した後の金額10 3 4万2
3 0 

15 

• 0円につき、復興財源確保法24条6項及び通則法11 8条3項により 1万

円未満の端数を切り捨てた後の金額10 3 4万円に、

乗じて算出した金額である。

(4)平成27年課税期間の消費税等の過少申告加算税の額
1万円

上記金額は、原告が平成27年課税期間の消費税等の更正処分により新
たに

1 0 0分の 5の割合を

20 

納付すべきこととなった税額10万18 0 0円（前記1 (4)シの納付す
べき

税額12 4 4万5400円から原告の平成27年課税期間の消費税等の修
正申

告書（乙52)に記載された納付税額12 3 4万360 0円（甲 2の1
頁の順

号22の「既確定額（申告）」欄記載の金額）を減算した金額）．につき、
通則法

1 1 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後の金額10万円に、 10 

25 

0分の10の割合を乗じて算出した金額である。

• (5)平成28年課税期間の消費税等の過少申告加算税の額 4万2000円

上記金額は、原告が平成28年課税期間の消費税等の更正処分により新
たに
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(6)・シの納付すべき．

'10 

15 ・4 

納付すべきこととなった税額4・2万49 0 0円（前記1 (5)シの納付すべき

税額2・45 5万7・00 0円から原告の平成28年課税期間の消費税等の修正申 ・

告書（乙53)に記載された納付税額24 1・ 3万21 0 0円（甲 4の1頁の順

号22の［既確定額（申告）」欄記載の金額）を減算した金額）につき、通則

法l1 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後の金額42万円に、

• • 0 0分の10の割合を乗じて算出した金額である。

(6)平成29年課税期間の消費税等の過少申告加算税の額 3万 5000円．．

上記金額は：原告が平成2.9・年課税期間の消費税等の更正処分により新たに

・・ 納付すべきこととなった税額35万31 00円（前記1

税額1299万4500円から原告の平成29年課税期間の消費税等の修正申

告書（乙54)に記載された納付税額12 6 4万1400円（甲 6の 1頁の順

号22の「既確定額（申告）」欄記載の金額）を減算した金額） ・につき、通則・

法11 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後の金額35万円に、

00分の 10の割合を乗じて算出した金額である。

本件各賦課決定処分の適法性

(1)本件所得税等各賦課決定処分について

ー

ー

20 

被告が本件訴訟において主張する原告に賦課されるべき本件各年分の所得税

．等の過少申告加算税の額は、平成27年分の220万9000円（前記3(1))、

平成28年分の 11 6万2s・o o円（前記3 (2))及び平成29年分の60

万2000円（前記3 (3))であるところ、これらの額は、本件所得税等各

賦課決定処分により原告に賦課された過少申告加算税の額（甲 1、

各 1頁の「過少申告加算税」欄記載の金額。別表2-1から 2-3までの各「更

正処分等」の「過少申告加算税の額」襴記載の金額）をいずれも上回るから、

本件所得税等各賦課決定処分はいずれも適法である。

3及び5の

25 (2)本件消費税等各賦課決定処分について

被告が本件訴訟において主張する原告に賦課されるべき本件各課税期間の消
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費税等の過少申告加算税の額は、平成27年課税期間の 1万円（前翫ぼ (4))、

平成28年課税期間の4万2000円（前記3 (5))及び平成29年課税期

(6))のとおりであるところ、 ：これらの額は、

本件消費税等各賦課決定処分により原告に賦課された過少申告加算税の額（甲

4及び6の各1頁の「過少申告加算税額」欄記載の金額、別表3の本件各

課税期間の各「更正処分等」の「過少申告加算税の額」欄記載の金額）といず

・れも同額であるから、本件消費税等各賦課決定処分はいずれも適法である。

• 以上

間の3万50 00円（前記3

5
 

2、
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適正賃貸料の算定根拠

項 目 ．平成27年分 平成28年分

ヽ

転 貸 料 収 入 ① 319,009,003 . 235, 271, 953 

そ の 他 収 ・入 ② 6,317,878 2,829,723 

ら （＊遍料、竃覺侵’'麟●の較入）

＇ 
盲•駅転知環常収入 (O+0) ③ 325,326,881 238,101,676 

． 

．礼 金収入 ④ I, 744,000 2,809,000 

社
の 入居者過失による損害金収入 ⑤ ・ 1,730,916 

゜収

益 一社転貸料収入 ⑥ 328, 8.01, 797 240,910, 676 
(®+(i)+~) 

預 金 利 息 ⑦ • 695 263 

本件総転貸料収入
((l)+l'TJ) 
⑧ 328,802,492 240,910,939 

． 

本件適正管理料割合 ⑨ 6.3磁． 6. 37" 

本件適正管理料 (O X Rl ⑩ 20,560,659 15, 167, 077 

広 告 宣 伝 ．費 ・⑪ 7,277,000 4,083,500 

修 繕＇ 費 ⑫ 12,363,183 9,785,982 

B 租税公課（印紙代） ⑬ 20,000 • 0 

＇ 
水 道 光 熱 費 ⑭ 10; 450,872 6,057,913 

清 掃 費 ⑮ 5,192,803 2,.804, 670 
負
担
保 守 料 ⑯ 19, 12_8, 822 14,600,264 

経
費
賃 借 料 ⑰ 91,000 125, 806 

雑 費 ⑱ ＇ 219,824 143,370 
， 

B ll.負担経費の合計額
(R-0l) 

• ⑲ 54, 743, 504. 
．． 
・37, 601,505 

本件適正賃貸料 (®—( - 0 ) ⑳ 253,497,634 188,142,094 

本 件 賃 貸 ・料 ⑪ 180,000,000 . 144, 000, 000 

本件適正賃貸料と本件賃貸料と（の⑳差ー◎額） ⑫ 73,497,634 44,142,094 

別表4

（単位 ：Pl）

平成29年分

159,367,331 

l, 190, 991. 

160,558, 328 

954,000 

゜161, 512, 328 

4 

1-61~ 512, 332 

6. 3洲

IO, 163, 343°' 

l, 453,500 

7,394,002 

200 

3,461,474 .. . 

I, 868,`  643 

9,556,935 

156, 000 

266,976 

24," 147,730 

127,201,255 

96,000,000 

31,201,265 
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別表7

本件適正賃貸料に引き直して計算した納付すべき税額

（単位：円）-. ・ー・

区分
修正申告 引き直した後の額 差額

項目

総 所 得 金 額 3), 221,534 104, 719, 168 73,497,634 

平 事業所得の金額 △ 22,693,497 △ 22,693,497 . 0 

成 ； 不動産所得の金額 41, 121, 305 .114,618,939 73,497,634 

27 給与所得の金額 ＂ 訟910,000 12,910,000 

゜．． 
年 醸渡所得の金額 ヽ △ 116,274 △ 116,274 

゜分 所得控除の額・ 2．甜5．i62 . 2,395, 162 

゜総所得金額に係る税額 8;73-C~ 400 41,249,800 32,515,400 

総 所 得 金 額 6, 938,.529 5ヽ1,080,623 “・ U2.09、
平

事業所得の金額 △ H, 192,924 △ .14,192,924 

゜成 内
訳
不動産所得の金額 ・ 11,珀 ，453 5S, 706,547 “,142,094 

28 I 

給与所得の金額 9,567,000 9,567,POO 

゜年
所得控除の額 4-, 483,944 4,483,944 

゜分
総所得金額に係る税額 147,900 16,172,200 16,024,300 

総 所 得 金 額 △ 5. 553, 419 • • 25,647,836 31,201,255 

平 ．． 

事業所得の金額 △ l6.175550 △ 16,175,550 

゜成
内
訳
不動産所得の金額 2,858, 131. 34,069,386 し 31,201,255

29 
給与所得の金額 7,764,000 7,764,000 

゜年
所得控除の額' 4,265,522 4,265, 522 

゜分
・総所得金額に対する税額

゜
5,756,800 5,756,800 
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原告の本件各年分の所得税等及び過少申告加算税

. 6 ー 平成21年分

(1)平成27年分の所得税等

・ア . 4 3 8 0万5525円

・・上記金額は、次の（ア）から（エ）まての各金額を合計した金額である。 ．

（ア）事業所得の金額 • • . △ 10 2 . 万6980円

（イ）不動産所得の金額 • . 4 1 1 2万2505円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記c

の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。

総所得金額・

10 . 

a
 

総収入金額 1億8240万53 1 6円

15 

上記金額ば原告の平成27年分の所得税等の修正申告書（乙46) 

及び平成27年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） （乙47)に

記載された不動産所得の総収入金額と同額である。

b
 
必要経費の額

c
 

20 

青色申告特別控除額

（ウ）給与所得の金額 ・・.

（エ）譲渡所得の金額 '•

・イ
ウ 長期譲渡所得の金額 ．

上場株式等に係る譲渡所得等の金額

短期譲渡所得の金額

工

1億41 1 8万28 I 1円

1 o.万円

1291万円

公；

オ

カ

所得控除の額の合計額

0円

0円

2 億~7 1 1万467 9円
1 9 6 5万55 0 9円

2 3 9万51 6 2円

課税総所得金額 4 1 4 1万円

上記金額は、前記アの総所得金額43. 8 0万55 2 5円から前記オの所得
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・キ

控除の額の合計額23 9万51 6 2円を控除した金額（ただし、通則法11 

8条1項により 100 0『円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

課税短期譲渡所得の金額 ・ 0円

ク

5
 

課税長期譲渡所得の金額

ケ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

課税総所得金額に対する税額

上記金額は、前記力の課税総所得金額に、所得税法89条1項を適用して

コ

2億07 1 1万4000円

1 9 6 5万 50.. 0.0円

1 3 8 3万8500円

10 

サ

シ

ス

算出した金額である。

課税短期譲渡所得金額に対する税額

課税長期譲渡所得の金額に対する税額 ． 

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

0円

3106万7100円

セ

15 

復興特別所得税額

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額47: 8.5万38 5.0円に、

復興財源確保法13条に規定する税率 (10 0分の2. 1)を乗じて算出し

た金額である。

ソ・所得税等の源泉徴収税額

294万8250円

1 0 0万4930円

2 8 3万1729円

夕 納付すべき税額 4602万 7000円

20, 

上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額に前記セの税額を加えた金

額から前記ソの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源確保

・法24条2項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

(2)平成27年分の所得税等の過少申告加算税の額（通則法65条 1項に規定す

る過少申告加算税の額）

上記金額は、原告が平成27年分の所得税等について新たに納付すべきこと

タの納付すべき税額4602万

5 2万 1000円

25 となった税額52 1万13 o・o円（前記 (1)

7000円から原告の平成27年分の所得税等の修正申告書（乙46)に記載
．、
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された納付税額40 8 1万5700円を減算した金額）につき、復興財源確保

法24・条6項及び通則法11 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後

の金額52 1万円に、 100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

• 2 平成28年分

s • •• ・ (1)平成28年分の所得税等

ア総所得金額 1 6 7 1万・90 6 8円

上記金額は、次の（ア）から（ウ）までの各金額を合計した金額ヤある。

（ア）事業所得の金額 • . . △441万4285円

（イ）不動産所得の金額

I 

1 1 5 6万 6353円

16 

10 上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記c

の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。

a 総収入金額 ・ ・ 1億44 0_4万33 8 7.円

上記金額は、原告の平成28年分の所得税等の修正申告書（乙4,8)

及び平成28年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） （乙49)に記

載された不動産所得の総収入金額と同額である。

20 

b・必要経費の額

c 青色申告特別控除額

（ウ）給与所得の金額

イ 長期譲渡所得の金額

．ウ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額

工 上場株式等に係る配当所得等の金額・

才 i所得控除の額の合計額

力 課税総所得金額
ノ

1億32 3 7万7034円

1 0万円

9 5 6万7000円

4億 12 8 8万3729円

△ 1 4 5• 6 万 3869 円

・,: 0円

4 ・4 8万3944円

1 2 2 3万5000円

25 

上記金額は、前記アの総所得金額16 7 1万9068円から前記オの所得

控除の額の合計額44.8万3944円を控除した金額（ただし、通則法11 

8条 1項により 1000円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。
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キ課税長期譲渡所得の金額 ・

ク 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

ケ 上場株式等に係る課税配当所得等の金額 ' . 

課税総所得金額に対する税額 9
・250万 15 5 0円

上記金額は、前記力の課税総所得金額に、・所得税法89条1項を適用して

算出した金額である； ． 

サ ．課税長期譲渡所得の金額に対する税額

．シ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

・ス 上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する・税額

4億 12 8 8万 3000円

0円

・ 0円

コ

5
 

6 1 9 3万 2450円

0円

0円

10 セ 復興特別所得税額 ・ . 1 3 5万31•1 4円

上記金額は、前記・コカ：らスまでの税額の合計額6443万4000円に、

復興財源確保法13条に規定する税率 (10 0分の2..11・)を乗じて算出し

た金額である。

16 夕

ソ所得税等の源泉徴収税額

納付すべき税額

．上記金額は、前記コからスまでの税額の合計額に前記セの税額を加えた金

1 2 7万 78 9. 4円

6 4 5:0万9200円

20 

額から前記ソの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源確保

法2・4条2項により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 ．

(2)平成28年分の所得税等の過少申告加算税の額（通則法65条1項に規定す

る過少申告加算税の額） ・ 24万円

上記金額は、原告が平成28年分の所得税等について新たに納付すべきこと

となった税額240万31 0 0円（前記（1)夕の納付すべき税額6450万

25 

9 200円から原告の平成28年分の所得税等の修正申告書（乙48)に記載

された納付税額62 1 0万61 0 0円を減算した金額）．につき、復興財源確保

・法24条6項及び通則法11 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後

IO 0分の 10の割合を乗じて算出した金額である。の金額240万円に、
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3 平成29年分

(. 1)平成2.9年分の所得税等

ア総所得金額 、 • • 5_ 5 3万 7798円

． 上記金額は、次の（ア）から（ウ）までの各金額を合計した金額である。．

5 （ア）事業所得の金額 △508万433 3F 

JO 

15 

（イ）不動産所得の金額 ・ • 285万81 3 1円

上記金額は、下記aの総収入金額から下記bの必要経費の額及び下記c

の青色申告特別控除額をそれぞれ控除した金額である。

a 総収入金額 ・9 6. ~ 3_万‘26 6 7円
上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の修正申告書（乙5o)

及び平成29年分所得税青色申告決算書（不動産所得用） （乙51)に

記載された不動産所得の総収入金額と同額である。

b 必要経費の額

c 青色申告特別控除額

（ウ）給与所得の金額

イ 短期譲渡所得の金額

ウ 長期譲渡所得の金額
． ． ． 

エ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額

9 3 7 7万45 3 6円

. 1 0万円

. 7 7 6万4000円
8 5万3288円

4億83 9 8万127 2円

0円

ォ 上場株式等に係る配当所得等の金額． ． 0円

2。 力・所得控除の額の合計額 ． ． 426万5522円

25 

キ課税総所得金額 1 2 7万2o・o o円

上記の金額は、前記アの総所得金額55 3万77 9 8円か句前記力の所得

控除の額の合計額426万5 5 2 2円を控除した金額（ただし、通則法11 

8条 1項により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

ク 課税短期譲渡所得の金額

ケ課税長期譲渡所得の金額

8 5万3000円

.4億83 9 8万10 0 0円
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コ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

サ

シ

上場株式等に係る課税配当所得等の金額

課税総所得金額に対する税額

0円

0円

6万 3600円

上記金額は、前記キの課税総所得金額に、所得税法89条 1項を適用して

5
 

ス

セ

ソ

タ

算出した金額である。

課税短期譲渡所得金額に対する税額

課税長期譲渡所得金額に対する税額，

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

2 5万5900円
J 

7259万71 5 0円

上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

・o円

0円

10 .. l 5万円

15 2万8099円

上記金額は、前記シから夕までの税額の合計額72 9 1万6650円から ，

' 前記チの政党等寄付金等特別控除の額15万円を控除した税額7276万6

650円に、復興財源確保法13条に規定する税率 (1・o 0分の2.

チ

ッ

政党等寄付金等特別控除の額

復興特別所得税額

1)を

. JS 
'.  

テ

ト

20 

乗じて算出した金額である。

所得税等の源泉徴収税額 1 4 5万7744円

納付すべき税額 ． 7283万7000円

‘上記金額は、前記シから夕までの税額の合計額から前記チの政党等寄付金

等特別控除の額を控除した税額7276万6650円に前記ツの税額を加え

た金額から前記テの源泉徴収税額を差し引いた後の金額（ただし、復興財源

25, 

確保法24条2項により IO0円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

(2)平成29年分の所得税等の過少申告加算税の額．（通則法65条1項に規定す

る過少申告加算税の額） ： 8万4000円

上記金額は、原告が平成2・9年分の所得税等について新たに納付すべきこと

'とならた税額84万8800円（前記（I)

. 0 0 0円から原告の平成29年分の所得税等の修正申告書（乙50) に記載さ

トの納付すべき税額7283万7
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れた納付税額71 9 8万820 0円を減算した金額）につき、復興財源確保法

24条6項及び通則法11 8条3項により 1万円未満の端数を切り捨てた後の

金額84万円に、'10 0分の10の割合を乗じて算出した金額である'-

以上
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